
１．件 名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（高浜発電所１

号炉、２号炉、３号炉及び４号炉の発電用原子炉設置変更許可申請

（３号炉及び４号炉の蒸気発生器の取替え等）)【５】」 

２．日 時：令和５年８月７日（月） １３時３０分～１６時３０分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（一部 TV 会議システムを利用） 

４．出席者（◎…TV 会議システムによる出席） 

  原子力規制庁： 

   （新基準適合性審査チーム） 

奥安全規制調整官、中川上席安全審査官、西内安全審査官、中野安

全審査官、坂本安全審査官 

 

関西電力株式会社： 

原子力事業本部 原子力保全担当部長 他１７名（うち３名◎） 

 

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

・資料１－３ 高浜発電所１号、２号、３号及び４号炉 保修点検建屋設置の

概要について 

・資料２－０ 高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 蒸気発生器取

替え、蒸気発生器保管庫設置及び保修点検建屋設置に係る設置

許可基準規則の関係性について 

・資料２－４ 高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 設置許可基準

規則への適合性について（放射性廃棄物の処理施設） 

・資料２－５ 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準規則への適合性

について（放射性廃棄物の貯蔵施設） 

・資料２－６ 高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 設置許可基準

規則への適合性について（工場等周辺における直接線等からの

防護） 

・資料３   高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 原子炉設置変

更許可申請に係る審査スケジュール案について 

・資料４   コメント管理表 「高浜 3/4 号炉 蒸気発生器取替、蒸気発生

器保管庫設置 + 高浜発電所保修点検建屋設置」原子炉設置

変更許可審査会合 



・資料５－１ 高浜発電所 原子炉設置変更許可申請 蒸気発生器取替え、蒸

気発生器保管庫設置及び保修点検建屋設置に係る設置許可基

準規則の適合性及び審査会合における指摘事項の回答につい

て【放射性廃棄物、放射線からの防護関係】 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 原子力規制庁の西内です。それではこれから高浜発電所のＳＧＲ取替

とかに係る設変更許可申請のヒアリングを始めたいと思いますよろしく

お願いします。 

0:00:14 今日は主に放射性廃棄物放射線側の防護関係あと気象の話等々につ

いてのヒアリングですけども、 

0:00:20 まずヒアリングの内容入る前にスケジュールについて双方確認してか

ら、ちょっと具体的な内容についてヒアリングっていう流れでできればと

思いますけども、 

0:00:30 よろしければちょっと津本スケジュールの説明からお願いいたします。 

0:00:34 はい。関西電力の渡部でございます。よろしくお願いします。私からは、

スケジュール案のご説明を、資料 3 の甲斐 4 でご説明したいと思いま

す。 

0:00:46 先週月曜日のヒアリングでですね、ご説明させていただいた今後のスケ

ジュールというところは大きく変えておりません年内の会合の完了という

ところの大枠のスケジュールというところでして、 

0:00:58 各ヒアリングの具体的な日付っていうのを一応目安で入れさしていただ

いたというところが上段の週刊カレンダーのところに反映しております。

介護の日のところは特には触っておりません。このあたり継続で調整さ

せていただけたらなというふうに思っております。 

0:01:14 それからブロック形ですね、ご提案いただいた内容に見直しておりまし

て、本日ご対応いただくところの①というところは書いておりませんで、Ｓ

ＧのＤＢ設計解析というところをテーマ 2 として、 

0:01:27 ＳＧのＳＡ設計有効性評価という所さん。 

0:01:31 それから自然現象その他というところ④として、組み替えたビジュアル

にさせていただきました。 

0:01:38 あと、条文ごとに最新資料の状態というところをなんかわかりやすく工

夫というところをやってみたんですけども、条文名の後ろのところに 2 行

ほど新しく追加しておりまして、 

0:01:48 追加した一行目が主にパワーポイントを用いてご説明させていただく、

概要資料ですかねっていう欄と、あと、2 行目が、それらを補足するよう

なワード的な補足説明資料的な資料の、 

0:02:01 番号を入力したというものになります。この欄の使い方というか更新で

すけども、ヒアリング実績の黒三角っていうところを反映していくことにな

ると思うんですけども、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:11 それに合わせて、資料を更新した場合は、その改定状況をアップデート

してお伝えするというふうなことをイメージしております。情報が足りなか

ったら、何か追加していこうかなというふうに思っております。 

0:02:22 ヒアリングの進捗に伴ってですね文字情報これ増えてくることになります

けども、資料と審査実績の管理というのをこの紙で同時にすることという

ことで考えた形になってございます。 

0:02:35 条文の中に一部誤記がありましたのでちょっとあわせて訂正させていた

だいております申し訳ございません。私からスケジュールの説明は以上

になります。 

0:02:46 はい。規制庁西内です。ありがとうございます。衛藤。 

0:02:50 条文のグルーピングのブロックブロックの番号と、あとは資料の最新版

についても反映いただいてありがとうございます管理しやすくなったの

かなと思うんで私から特段ないですか何か規制庁側から。 

0:03:02 スケジュールの内容も含めてぶつけないからいいますか。よろしいです

か。 

0:03:05 はい。 

0:03:06 スケジュールは具体なヒアリングのめどもある程度立ったということで計

画的に進めていければいいかなと。 

0:03:13 スズキよろしくお願いします。 

0:03:16 あとはちょっとスケジュールっていう観点でいうと、多分今後ちょっと、本

件に関しては現地確認、具体的な新しい建屋を建てるっていうところも

ありますので、できるタイミングで現地確認っていうところもちょっと実証

できればなと思ってますのでそういった点もちょっと今後含めて、 

0:03:32 調整をさせてもらえればと思っておりますよろしくお願いします。 

0:03:36 スケジュール案層厚よろしければ具体的な内容の方ですかね。パワー

ポイントベースでもまだいいかと思いますけどまず説明お願いします。 

0:03:45 はい。 

0:03:46 いいまして関西電力の渡辺でございます。 

0:03:48 パワーポイント、東郷の 1 階の位置を使用しまして、高浜発電所ＳＧＲ

他の基準適合性及び、 

0:03:58 審査会合における指摘事項の回答についてというところの、放射性廃

棄物、放射線からの防護関係についてご説明差し上げます。ちょっとテ

ーマごとにですね案件ごとにちょっと説明者変わりますけどもご容赦くだ

さい。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:13 そうしましたら右肩 1 名、1 ページは目次になっておりますので割愛させ

ていただきます。 

0:04:19 右肩 2 ページをお願いします。 

0:04:22 こちらが 6 月 15 日の審査会合でいただいたコメントリストとなっており

ますけども、そのうち、4 から 6 については、7 月 4 日ですかね、のヒア

リングで一旦回答さして、 

0:04:33 いただいたものに再度回答内容を充実させて、ものをさせたものを本日

再回答とさせていただくものとなってございます。 

0:04:42 ナンバー4 から 10 に回答させていただきますので右肩 3 ページをお願

いします。 

0:04:50 こちらはですね 28 条に関連するコメントでしてＳＧ保管庫の保管能力を

ご説明した際にですね、廃棄物のそれぞれに対する保管方法、 

0:05:02 立面図とかを用いて具体的に説明することと、コメントいただいたものと

理解しております。 

0:05:08 中身ですけども 1 ポツ目保管庫におけるそれぞれの廃棄物の保管形

態をご説明いたします。 

0:05:15 一つ目のポツですけども廃棄物の保管形態においては既設の保管庫と

同様のコンセプトにしておりまして、主に各保管庫の、各保管物の搬入

方法であったり、搬入のシライしやすさというところを考慮して、 

0:05:29 基本的なレイヤーというのを検討することになります。二つ目のポツで

すけども、それに加えてですね保管庫運用後の保管管理の観点から、

巡視点検等のスペースを考慮して、 

0:05:41 それぞれ配置保管するというような設計にしております。表の中をご覧く

ださい。左の欄はですね、これまでもご説明させていただいた、予想さ

れる廃棄物の種類を記載しておりますが、 

0:05:54 これらを中欄の保管形態で整理しますと、大きく分けて二つに分類する

ことができます。 

0:06:01 上段ですけども、ＳＧ本体そのものになりまして、ＳＧ本体は、保管庫の

床面からですね立ち上がったコンクリート状の保管代というところに、Ｓ

Ｇにスキッドと呼ばれる固縛課題。 

0:06:14 ですね硬膜外とともに、床面より少し高い位置に保管することになりま

す。 

0:06:21 立面図の左側の図面をご覧いただくと、この保管代と保管代の間に、床

面から立ち上がったコンクリートの上の、 

0:06:33 よかったですか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:06:36 あそこの間に有償輸送車両が入り込んで、保管代の上にジャッキダウ

ンすることで、ＳＧと保管車両が切り離されてＳＧが保管されると、いうよ

うな保管方法となります。 

0:06:48 次に下段ですけども、それ以外の施設取り外し品等に対する保管形態

となりまして、これらの廃棄物はですねそれらの大きさに応じて、鉄製の

専用保管容器に収納することとして、 

0:07:02 床の耐荷重とか、他の高さ等を考慮して、2 段から 3 段までのダンジョ

ンにて衛藤積み上げて小スペースを図るというようなことと考えておりま

す。 

0:07:12 先ほどＳＧ本体でご説明した通りですねＳＧ本体の下部には、中に置い

てますのでスペースができますので、このスペースも活用して保管容器

を配置するというようなことを考えております。 

0:07:25 右図のようにですねドラム缶へ収納することも想定しますがドラム缶単

体っていうのは泉オカせずにですね、ドラム缶保証サイズの保管容器

に入れるというところで、 

0:07:36 他の方法を考えてございます。 

0:07:39 このような保管方法を行いますので、表の右欄に、保管時の所蔵諸条

件ですかね大きさ、記載しておりますけども、上段のＳＧ本体に関して

は、 

0:07:49 輸送車両に積載したまま搬入が可能であること。 

0:07:54 あと車両等の各部位が建屋の柱とか壁とか天井とかそういうところと、

接触しないことを考慮する必要があってですね、下段の保管容器につ

いては、ＳＧ本体の保管作業に干渉しないこと。 

0:08:07 平面方向では通行性とか、万一の壁補修時の作業性、それから機器搬

入子、入口ですね、のシーリング作業に干渉しないこと等を考慮した上

で、 

0:08:18 それら上段の下段も共通して、週 1 回の巡回点検、それから 3 ヶ月に 1

回の保管量確認ということをやるんですけども、それらが可能なスペー

スを確保すると。 

0:08:28 いうところがそれぞれの保管物に対する保管形態の考え方になってご

ざいます。 

0:08:36 はい、右肩 4 ページをよろしくお願いします。 

0:08:41 こちらがそれぞれ説明者、物を考慮して配置した平面図、それから立面

図となってございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:08:49 左図の平面図ですけども、建屋右の方に、斜線で上から下までハッチン

グしてるところがあるんですけども、これが機器搬入高となっておりまし

て、 

0:09:01 こちらからＳＧを積載した車両が建屋右から左の方向に旧ＳＧを運び入

れるというような、他の方法になります。 

0:09:12 保管物が建屋の奥側からは 1、保管していくことになりますけども、この

ＳＧを運び入れる動線上に、容器等があるとＳｓ－Ｄの運搬に干渉する

ことになりますので、 

0:09:23 保管容器てツジを搬入する順番は左から工事を先行する 3 号機側、右

側が 4 号機側というような感じで配置したり等図になってございます。 

0:09:34 右側の立面図を見ていただくと、それぞれの保管容器というのがスペー

スに応じて段積みされているというようなことがわかるかと思います。 

0:09:42 なおですね各保管容器の隙間には大体 400ｍｍ以上のスペースを設

けてですね巡視点検等に支障を北崎きたさないように配慮するというよ

うな配置設計となってございます。 

0:09:55 右肩 5 ページをお願いします。 

0:10:00 こちらは前回のヒアリングで保管容量等を説明した資料をまとめとして、 

0:10:07 ご説明した資料をまとめとして一部見直したものとなってございます。 

0:10:10 ＳＧに取りかえには、伴って発生する廃棄物量というのは約 1300 立米

程度と、想定しておりますけども、これらを先ほどご説明した各々の保

管形態で、ぎゅっと一堂に重ね合わせると、約 810 平米相当になりま

す。 

0:10:25 こちら、前回のヒアリングでは保管容器のちょっと段積み分を一部ちょっ

と考慮できていなかった箇所がありましたので、ちょっとあわせて平米

数を見直させていただきました申し訳ありません。 

0:10:36 これらの保管物に対してはですね定期的な巡視点検を実施していく必

要がありますので、それぞれに必要なスペースを考慮した結果、建屋床

面を 1600 平米とすることで発生する廃棄物の、 

0:10:49 発生量を考慮して適切に管理できる配置設計と考えております。 

0:10:53 あくまで現段階での発生予想となりますので、保管容器の個数等は、最

終的に差が出てくる可能性はありますけれども、大きな差が出ることは

生じないと思って考えております。 

0:11:05 以上が、先ほどのコメントリストＮｏ．4 に対するコメント回答と、 

0:11:13 はい。資料資料 4 ですね、コメント管理表の№33 に対する回答のまと

めと、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:21 いうところになってございます。 

0:11:29 はい。続きましてコメントＮｏ．5 の回答資料を、を説明さしていただきま

す右肩 6 ページをご覧ください。 

0:11:40 本資料はですね本文 5 号ぬ、（3）その他主要事項の記載について、木

田廃棄物の処理というところを記載してなかったことの考え方を説明す

ることで、ご説明さしていただいた資料。 

0:11:52 についての再回答となります。 

0:11:54 7 月 4 日のヒアリングにおいてですね、保修点検建屋で発生する液体

廃棄物なんですけども、建屋のサンプタンク等に一旦処理をして、その

あと、既設の処理施設へ運搬して処理しており、 

0:12:06 補修点検に設置されます保守、保守点検建屋に設置されます三部タン

ク等については、本文に記載しているはい。 

0:12:13 液体廃棄物の主要設備に属さないものと、ご説明させていただきまし

た。その際にですね本文に記載している主要な設備の範囲というところ

を、本資料ではですね赤色ナカ高温でるところで、 

0:12:26 表現していたんですけども、今回注釈にその範囲を明記したという 

0:12:31 ものになります。 

0:12:33 はい。以上がＮｏ．5 に対するコメント回答と、これも資料 4 のコメント管

理表№46 に対する回答のまとめとなります。 

0:12:45 次、説明者変わって、№6 の回答さしていただきます。 

0:12:50 関西電力の藤田です。 

0:12:53 ページミツイ 

0:12:57 前回のヒアリングでのコメント、気象の検定方法について記載を充実す

る 

0:13:02 について対応しています。 

0:13:04 資料の（1）結論に記載していた、気象指針に基づいてという表現につい

ては、 

0:13:10 気象指針に、 

0:13:11 その年が、特に異常な年あるか否かを、最寄の気象官署の気象資料を

用いて、 

0:13:17 調査することが望ましいとあり、 

0:13:19 検定は要求事項ではなく、調査することが望ましいとの記載を踏まえて

実施していることから、 

0:13:25 基づいてではなく、踏まえてという表現に修正しました。 

0:13:29 また、検定方法については、過去の許可に記載 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:13:34 していることから 

0:13:35 過去の許可と同様にと追記。 

0:13:39 また検定につけていた注釈※1、 

0:13:43 についても、昇進、 

0:13:45 続いてという表現がありましたので、 

0:13:47 削除させて、 

0:13:49 また細野ほか、軽微な修正させていただいてます。 

0:13:53 まずページ上段にある期初Ｃの作成者作成年と決定者 

0:14:00 の数、 

0:14:01 あるスライド番号ですが、 

0:14:05 表にあるスライド 

0:14:12 最後にページ右下の 2019 年、 

0:14:15 代表性 7 に記載していた、2012 年から 2022 年の期初仕様での代表性

確認の。 

0:14:21 1000 ですが、 

0:14:22 現時点の完了確認が完了していませんので記載を削除させていただい

て、 

0:14:27 以上で 7 ページの説明を終わります。 

0:14:34 建設 

0:14:36 をして関西電力の河瀬です。 

0:14:38 続いて資料の、コメントＮｏ．6 の資料のは、修正点についてご説明しま

す。右肩 13 ページを、 

0:14:48 右肩 13 ページにつきましては、 

0:14:52 気象資料の変更に伴う平常時被ばく評価への影響を記載しておりま

す。 

0:14:57 ここでは大気安定度別、風速逆送が増加することにより、平常時被ばく

評価値が増加するということをご説明しております。 

0:15:06 ここで事故時被ばく評価につきましては大気安定度別風速訳す運送は

取り扱っていないことから、その旨を追記したという変更を行っておりま

す。 

0:15:17 以上が、 

0:15:19 面と、回答 

0:15:23 続きまして、 

0:15:25 右肩 14 ページ以降で 27、282930 条の適合性についてご説明します。 
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0:15:34 右方、14 ページにつきましては主に二つの観点から変更を実施してお

ります。 

0:15:39 1 点目に 7 月 4 日のヒアリングを受けまして、蒸気発生器保管庫及び

保修点検建屋設置、 

0:15:48 具体的な建屋を新設する点箇所につきましては本申請において適合性

を説明する必要があるという考えに基づき、黒丸に変更しております。 

0:15:59 それに伴いまして、終点元建屋に係る 27 条 1 項 2 号、 

0:16:05 及び蒸気発生器保管庫設置に係る 30 条 1 項 1 号及び蒸気や、失礼し

ました保修点検建屋設置に係る 

0:16:13 30 条 1 項 1 号、 

0:16:16 2 項 3 項につきましてと黒丸に変更しております。 

0:16:20 2 点目に 7 月 31 日のヒアリングを受けまして、 

0:16:25 蒸気発生器取りかえに係る 27 条 1 項 2 号、 

0:16:30 及び蒸気発生器取りかえに係る 29 条の適合性について、白丸から黒

丸に変更しております。 

0:16:37 以降で詳細についてご説明させていただきます。 

0:16:41 右肩、15 ページにつきましては、 

0:16:45 資料の体裁として、27 条 1 項 1 号の表を、 

0:16:50 次ページから毎ホームページに 

0:16:54 場所を移し替えたという変更のみになります。 

0:16:58 続きまして、右肩 16 ページについてご説明します。 

0:17:02 右肩 16 ページについては 2 点変更しております。1 点目につきまして

は、27 条 1 項 2 号、蒸気発生器取りかえに関しまして白丸から、 

0:17:13 黒丸に変更しております。 

0:17:15 こちらの理由としましては、蒸気発生器取りかえにより、一次冷却材保

有水量の増加による一次冷却材抽出水量が、 

0:17:24 増加する設計変更を伴うため、既許可の液体廃棄物処理能力に影響し

ないことを確認することによって、既許可に記載している設置方針が妥

当であること、つまり設計方針を変更する必要がないことを確認してい

るため、黒丸に変更しております。 

0:17:42 2 点目に、先ほど申しましたように、建屋新設に係る保修点検建屋設

置、 

0:17:48 の 1 項 2 号については、 

0:17:51 黒丸に変更しております。 

0:17:54 続いて、 
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0:17:56 右肩 19 ページ。 

0:18:01 右肩 19 ページにつきましては、液体廃棄物放出量及び液体廃棄物放

出量の 27 条 1 項 1 号に係る評価の概要についてご説明をしておりま

す。 

0:18:12 資料の変更点としましては、記載の適正化としまして、 

0:18:17 行きたいと、ドレンという用語が混在しておりましたので液体に統一した

こと。 

0:18:23 あと指数表記について表記を統一したという変更を行っております。 

0:18:29 また、 

0:18:30 一番下の行ですけれども、保修点検建屋ドレンの 

0:18:35 放射能量につきまして、 

0:18:38 廃液の濃度及び処理装置での除去率について、現実的な値に修正す

ることによって、数値を一部変更しております。 

0:18:48 この数値の変更によって結果の方には変更はありません。 

0:18:54 続いて、 

0:18:56 右肩 21 ページ。 

0:18:59 をご説明します。 

0:19:01 右肩 21 ページにつきましては、 

0:19:04 保修点検建屋設置及び蒸気発生器取りかえに係る 27 条 1 項 2 号に

ついてと説明をしております。こちらも記載の適正化として、 

0:19:17 いう用語に変更しております。 

0:19:19 また、 

0:19:21 既設の廃液蒸発装置及びホウ酸回収装置の処理能力を明示すること

によりまして、既存の漏えい防止対策に変更はない。 

0:19:32 という説明の充実を図っております。 

0:19:39 右肩、22 ページは関西電力の 

0:19:44 右肩 22 ページなんですけれども、こちらは新規で策定、作成した資料

になります 

0:19:49 衛藤こちら 7 月 4 日のヒアリングにていただいたコメント 3、コメント 33

を踏まえて、本資料では、保修点検建屋に設置する液体廃棄物処理設

備が、 

0:20:01 作業で発生する液体処理、 

0:20:04 物を適切に 

0:20:07 貯蔵処理できることを説明している資料になります。 

0:20:10 まず上段の表をご覧ください。こちら一番左の方に各作業名を書いて 
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0:20:17 右の方に各作業で発生する液体廃棄物の発生量を整理しております。 

0:20:23 気体廃棄物が発生する作業は、一次系冷却、 

0:20:27 大ポンプインターロ分解点検、モーターの分解点検、水中照明の分解

点検の三つの点検、 

0:20:36 具体的にはですね。 

0:20:37 もう、インターナルの分、 

0:20:39 では、インターナル除染時に約 3.5 立米。 

0:20:43 組み立て時に、インペラを、主事国井秋葉にするんですけれども、その

ときに温水を使いますので、温水でインペラを温めますので、そのとき

に使う、 

0:20:54 はい、廃液が 2 立米。 

0:20:57 発生し、 

0:20:58 モーターの分解点検では、クーラーの耐圧試験を実施するときに 2.0．2

立米。 

0:21:04 水中照明の点検のときには、除染と防水試験の時に 0.1 立米ずつ発生

いたします。 

0:21:12 ですので 1 定検当たりですけれども、発生する液体廃棄物の総量って

いうのは、5.8。 

0:21:21 また、各分解点検をそれぞれ独立した点検になるんですけれども、仮

に、各分解点検の液体廃棄物が発生する作業が同時に実施した場合、 

0:21:33 においても、最大液体廃棄物量、 

0:21:36 タンクで受入れるように確認しております。 

0:21:40 表の赤枠を見て、 

0:21:45 こちらが同時に作業した場合に発生する廃液の量になっておりまして、

総量でいうと 3.8 立米になります。 

0:21:55 この際なんですけれども、インターナルの分解点検においては、除染か

ら分解点検組み立てを実施するため、除染作業とインフラの取りつけっ

ていうのは、修復しない。 

0:22:07 で考えており 

0:22:09 ねこの 3.8 立米の 

0:22:11 には、インターナル分解点検で、より発生量の大きい除染作業っていう

のを考慮して、 

0:22:23 除染作業と、 

0:22:30 以上のことを踏まえまして仮に気体廃棄物が発生する作業を同時に実

施したとしても、3.8 立米。 
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0:22:38 液体廃棄物が発生するんですけれども、サンプタンクを経由してモニタ

ータンクで十分ちょうどできる。 

0:22:46 た作業中は定期的に液体廃棄物を、 

0:22:51 建屋の 

0:22:54 っていうのは、 

0:23:04 の方に各タンクの設計方針を記載しています。 

0:23:08 モニタータンクにつきましては先ほどご説明した通りなんですけれども、

同時に作業を実施した場合においても、液体廃棄物、 

0:23:20 わあ、定期的に液体廃棄物を運搬する 

0:23:26 漫画、 

0:23:28 万が一運搬できなかったとしても、作業で発生する液体廃棄物、 

0:23:33 モニター 

0:23:35 で受け 

0:23:38 最後に運搬容器についてなんですけれども、こちらにつきましては定検

期 

0:23:46 平均してですけれども、週 1 回程度運搬できれば、廃液が 

0:23:51 谷なるように、設計、 

0:23:54 しており、 

0:23:56 22 ページについては、 

0:24:03 関西電力の河瀬でございます。続きまして 23 ページから 28 条の適合

性についてご説明します。 

0:24:12 23 ページの 28 条の適合性につきましては変更点は特にありません。 

0:24:19 続きまして 24 ページ。 

0:24:22 24 ページにつきましては、 

0:24:25 コメントコメント№、失礼しました先ほどご説明したコメント№4。 

0:24:31 の結果を再掲しておりまして、蒸気発生器保管項の廃棄物保管容量っ

ていうものが、ホウジョウ蒸気発生器取りかえに係る放射性廃棄物を十

分他できる容量であることを確認しております。 

0:24:47 続きまして 26 ページ。 

0:24:50 29 条の適合性についてご説明します。 

0:24:54 29 条の適合性につきましては 29 条 1 項の、 

0:25:00 蒸気発生器取りかえに係る適合性を白マルから黒丸に変更しておりま

す。 
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0:25:06 こちらの理由としましては、蒸気発生器を取りかえたことによって、一次

冷却材保有水量が増加する設計変更を伴うため、敷地周辺の空間線

量率の評価によって目標を満足することを確認することにより、 

0:25:20 既許可に記載している設計方針が妥当であること。 

0:25:24 つまり設計方針を変更する必要がないということを確認していることか

ら黒丸に変更しております。 

0:25:31 続きまして右肩、27 ページをご説明します。 

0:25:38 右肩 27 ページにつきましては、29 条の対応としまして、 

0:25:44 蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋の線源。 

0:25:48 を、 

0:25:49 線量率及び数量とともにと記載した内容になっております。 

0:25:54 真ん中二つ目の表ですけれども、 

0:25:58 雑固体っていう要望とあと廃棄物という用語が混在していたというところ

で、雑固体の方に統一をしております。 

0:26:07 こちらはコメントＮｏ．35 番に対する対応となります。 

0:26:12 また、 

0:26:13 一次冷却材ポンプインターナル分解点検及び資機材仮置につきまして

は数量を新たに追記をしました。 

0:26:24 でしたい。 

0:26:25 気に入っていただいて、 

0:26:26 続いて蒸気発生器取りかえの影響ですけれども、こちらについては、既

許可の方針を踏まえまして蒸気発生器からの敷地周辺の空間線量率

は、 

0:26:37 二次遮へい及び外部遮へいの効果を用いて評価しており、今回申請に

おいて、当該者へ変更はないということを記載しております。 

0:26:47 また、蒸気発生器に取りかえによる直接線等への影響につきましては、 

0:26:53 上下が正規の体積が大きくなることによりまして、循環時間が長くなりＮ

16 の減衰が大きくなる。 

0:27:01 ことから、わずかに減少数字としましては 2％減少し、敷地周辺の線量

がお預かり低下。 

0:27:09 しますけれども、3 号炉及び 4 号炉の格納容器直接線と影響がわずか

であることから、線量評価値は、 

0:27:16 変更していない。 

0:27:18 という趣旨で記載をしております。 

0:27:21 こちらについてはコメントＮｏ．34 番に対する対応となります。 
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0:27:29 続きまして、変更点としまして右肩 30 ページ以降をご覧ください。 

0:27:36 右肩 30 ページからは、 

0:27:39 30 条の適合性についてご説明をしております。 

0:27:43 右肩 31 ページ。 

0:27:46 をご覧ください。 

0:27:48 右肩 31 ページにつきましては、主に 2 点変更しております。1 点目に

30 条、条件は堰取りかえに係る 30 条 1 項 1 号、 

0:28:00 に関して条文適合性の説明。 

0:28:03 こちらを修正をしております。 

0:28:06 こちらの内容につきましては、 

0:28:09 資料 2－0 の、 

0:28:11 参考資料 4Ｐ50、 

0:28:14 9 以降をちょっとご覧に。 

0:28:17 やっていただいてもよろしいでしょうか。 

0:28:31 清資料 2－0ｐ59 以降に、 

0:28:35 本申請の上、適用条文であるが既許可の設計方針にて申請対象設備

の適合性を確認できるものに関する適合性についてということで、31 項

1 号、 

0:28:46 についてまとめております。さらには、既許可の設置許可申請書の記

載。 

0:28:53 大江本文 5 号及び添付資料 8 の記載を記載しております。ただ右側に

は 

0:29:00 その記載に対して、適合性を説明すること。 

0:29:04 説明をしております。さらにつきましては、適合性の説明のところでどこ

が該当するかという観点で下線を引いて、その適合性の説明というとこ

ろを説明しています。 

0:29:17 具体的には、 

0:29:19 的 

0:29:20 説明としまして 30 条 1 項 1 号は、放射線量を低減する設備、今適用さ

れるものであって本申請において蒸気発生器を取りかえることで、 

0:29:30 放射線量に影響がある恐れがあることから、関係する遮へい。 

0:29:34 遮へい設計区分の方に適用されます。 

0:29:37 ただし条件は正規取りかえ前と同様に蒸気発生器は二次遮へい内に

設置する。 

0:29:43 としていることから、当会社へ変更なく、既許可の設置方針、 
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0:29:49 設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認できる。 

0:29:53 という記載をしております。 

0:29:58 資料、 

0:29:59 61－0－61 ページに、遮へい設計基準、 

0:30:05 記載しておりますけれども二次遮へい外のフロアの遮へい設計区分に

つきましては四区分となりまして変更はありません。 

0:30:14 以上が 30 条 1 項 1 号の適合性に関する説明となります。 

0:30:19 続いて、 

0:30:21 資料 5－1 の 31 ページ戻っていただきまして、 

0:30:24 二つ目の変更点としまして、 

0:30:28 30 条 2 項及び 3 項の記載を統一しております。 

0:30:32 統一しまして、放射性物質を取り扱う放射性管理施設を設置することへ

の要求であり、蒸気発生器取りかえに伴い新たに、 

0:30:41 放射線管理施設を設置変更するものではないことから、関係しないとい

う記載に変えております。 

0:30:48 こちらの内容につきましてはコメントＮｏ．39 番を踏まえた修正になりま

す。 

0:30:57 続いて右肩 33 ページをご覧ください。 

0:31:01 こちらでは蒸気発生器保管庫設置に係る 30 条の適合性を説明してお

ります。 

0:31:08 ホームページにつきましても 2 点変更しておりまして、1 点目に、 

0:31:12 建屋新設ということに基づいて 1 項 1 号の適合性を黒丸に変更してお

ります。 

0:31:19 2 点目につきましては、31 ページと同様に 2 項 3 項の説明を統一して

おりまして、 

0:31:27 汚染の恐れのない管理区域、 

0:31:31 2 蒸気発生器保管庫該当しますので、 

0:31:33 換気空調設備、退出モニター除染機材と。 

0:31:37 また資料関係分析設備については、設置が不要でありまして、機器点

検等の作業エリアでないことにより、エリアモニターを設置をしないこと

から関係しないという説明にしております。 

0:31:50 こちらもコメントＮｏ．39 番を踏まえた対応になります。 

0:31:56 続きまして右肩 34 ページをご覧ください。 

0:32:03 右肩 34 ページにつきましては蒸気発生器保管庫設置に係る 

0:32:08 30 条の対応というところで 
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0:32:11 放射線業務従事者が業務に従事する場所における放射線量の低減に

ついてご説明をしております。 

0:32:17 右下の遮へい設計区分、概要図、 

0:32:22 につきまして平面図のところで緑事例と遮へい設計区分 4 がイデ最大

線量となる評価点というものを記載しております。 

0:32:31 こちらはコメントＮｏ．36、 

0:32:35 への対応を踏まえまして線量評価値を記載したものになります。 

0:32:41 続きまして右肩 35 ページをご覧ください。 

0:32:46 35 ページにつきましては、保修点検建屋設置に係る 30 条の適合性を

説明しております。 

0:32:56 こちら、 

0:32:58 の変更点は主に蓋、2 点ありまして 1 点目に、新建屋新設というところ

で 1 個 1 号、2 項、3 項、 

0:33:08 つきまして関係性を白丸から黒丸に変更しております。 

0:33:12 2 点目に、 

0:33:16 1 号の説明につきまして、 

0:33:19 保修点検建屋遮へい設計基準に基づき放射線業務従事者が業務に従

事する場所において遮へいの設置及び廃液装置の遠隔操作により、放

射線量を低減する設計とすると記載しております。 

0:33:33 こちらは高線量作業時の対応というところで、 

0:33:37 コメントナンバー 

0:33:39 38 番への対応として追求。 

0:33:42 記載を追記したものになります。 

0:33:46 続きまして右肩 36 ページをご覧ください。 

0:33:50 こちらはコメントＮｏ．37 番。 

0:33:54 への対応としまして保修点検建屋に係る遮へい設計の記載を充実し

た。 

0:34:01 ものになり、ページを追加したものになります。 

0:34:04 1 ポツのところでは表につきましてさらに作業、その右欄にその作業の

頻度、 

0:34:12 さらにその右側にその線量率、 

0:34:15 ハタ様。 

0:34:16 右欄に 30 乗車設計について、主要な線源として考慮しているかどうか

を表にまとめたものになります。 
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0:34:25 参考までに一番右側の欄に、敷地境界線量 29 条の線量の考慮につい

てもまとめております。 

0:34:36 この結果としまして②の遮へい設計の考え方としまして、 

0:34:40 保修点検建屋における線源の 

0:34:43 位置線量率につきましては作業ごとの作業時間頻度を考慮して、遮へ

い圧により評価、遮へい評価は可能ではありますけれども、 

0:34:53 点検期間の延長等運用に変動が生じた場合は、運用上の制限が生じ

ることになります。 

0:35:01 このことから運用の変動を考慮し、しなくてもよいように作業を通年実施

するとともに、 

0:35:07 鮮魚の位置線量率を設定し必要な遮へい厚さ、 

0:35:11 を算定した上で、30 条の評価を行っております。 

0:35:16 まして右肩 37 ページをご覧ください。 

0:35:20 こちらにつきましては、まず、コメントＮｏ．36、高線量時の作業の対応と

しまして、 

0:35:29 ③の（3）のところでの最後ですねまた廃液の運搬容器への輸送は、遠

隔操作にて実施する旨を追記しております。 

0:35:39 続いて、コメント№36、 

0:35:43 への対応としまして遮へい評価。 

0:35:47 具体的には線量評価値というものを、下の、 

0:35:50 遮へい設計区分概要図のところに記載をしております。 

0:35:54 各区分における主要な線源を明示した上で、その効果について線量評

価値を追記することで、記載の充実を図っております。 

0:36:06 続きまして、 

0:36:10 右肩 39 ページ。 

0:36:13 いうところで、こちら変更ありませんけれども、まとめとしまして 27 条か

ら 30 条につきましては 

0:36:21 適合しているものと考えているというのが説明になります。 

0:36:26 説明は、 

0:36:27 以上なんですけれども参考資料につきまして変更があった点、 

0:36:31 のみ説明の方させていただきます。 

0:36:36 まず 1 点目に衛藤米、45 ページ。 

0:36:41 のところですけれどもこちらコメント№43 番を反映しまして、 

0:36:46 風土実験の実施の考え方のところで、新設建屋の高さを 2.5 倍した値、 

0:36:54 2、建屋設置目の評価を加えた値が排気塔の 
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0:36:58 高さ以上になる場合において実施するというその根拠。 

0:37:02 を、原子力学会標準、 

0:37:04 そちらに記載しています原子力学会標準に、 

0:37:07 を根拠としていることを筒井期しております。 

0:37:14 続きまして右肩 47 ページをご覧ください。 

0:37:19 こちらにつきましては、平常時被ばくにおける風洞実験と気象資料との

関係について説明をしております。 

0:37:29 次 

0:37:30 以前からご説明していますように、 

0:37:33 風洞実験につきましては前回風洞実験で使用した 2016 年期初から

2019 年気象の方に変更しております。 

0:37:43 その変更の結果としまして土岐ガスの実効線量が最大となる大井であ

る 2 号炉中心から着目方位、 

0:37:52 これは何なんと。 

0:37:53 は、風速逆数の増減により、 

0:37:56 出現高さが増減する。またその影響を受けて放出が有効高さも増加し

たものと推察している。 

0:38:04 というふうに考えております。 

0:38:07 下の表につきましては、さらに、各項目で 1 号炉 2 号炉 3 号炉 4 号炉

の値を記載しております。括弧内につきましては、前回風洞実験との差

異を記載をしております。 

0:38:22 こちらは 

0:38:24 右肩 48 ページのところで液晶進学液晶所、気象データが変わったとい

うところの特則として追加したページになります。 

0:38:36 続きまして右肩 48 ページ。 

0:38:40 注釈のところですけれども、途方出現の有効高さは、 

0:38:44 保守的に 5 メーターごとに切り捨てた値を使用しているためその旨を記

載をしております。 

0:38:52 続きまして右肩 49 ページ。 

0:38:55 こちらについては記載の適正化としまして、 

0:38:59 インターナルに容器と記載、また、雑廃棄物と脱答を混在していたという

コメントを踏まえて雑固体というふうに記載をしております。 

0:39:08 あと作業というところで、資機材の仮置というふうに作業の名前にしてお

ります。 

0:39:13 以上が資料 5－1 の説明になります。 
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0:39:18 続きまして、資料、残りのコメントの 323840 について、資料 1－3、 

0:39:26 にてご説明 

0:39:33 そうしましたら資料 1－3 の参考資料 4、通し番号で言いますと、24 ペー

ジ目をご覧ください。 

0:39:40 こちらでは、コメント番号 32 を踏まえて、機器運搬容器の保管場所や運

搬ルート等を記載しているのと、 

0:39:50 コメントＮｏ．38 を踏まえまして、放射線業務従事者に対しての、放射線

からの防護について記載を充実しておりますのでご説明させていただき

ます。 

0:40:02 まず、25 ページ、次のページをご覧くだ 

0:40:07 3 ポツに、機器の運搬容器の保管場所について記載しております。 

0:40:13 機器の運搬容器としては、インターナルの運搬容器と水中照明の運搬

容器、スタッドボルトの運搬容器の三つがございます。 

0:40:21 それぞれ保管場所につきましては保守点検建屋が完成後は、保修点

検建屋に保管します。 

0:40:29 なお現状についてなんですけれども、インターナルの運搬容器と、スタ

ッドボルトの運搬容器については、燃料取扱建屋に保管しています。 

0:40:38 ただ水中照明におきましては、ものが小さいってこともございまして、建

屋内を 

0:40:44 しておりますので、建屋外を運搬するための運搬容器等は現状ござい

ません。 

0:40:49 ですので、保修点検建屋、 

0:40:51 電気、ができて保守点検建屋で点検をする。 

0:40:56 際にはですね、新しく運搬容器を作る予定でござい 

0:41:01 次のページをご覧ください。 

0:41:05 衛藤。 

0:41:06 次のページ以降なんですけれども、別紙 1 から 5 について各、ごめん 

0:41:13 作業の概要資料を説明し説明しておりますけれども、主な変更点を代

表して別紙 1 のインターナルの分解点検にてご説明したいと思います。 

0:41:24 ページにつきまして、 

0:41:29 見やすく、 

0:41:31 作業フローを追加し、 

0:41:34 次の 

0:41:38 ポツにて、容器の運搬の項目を追加しております。 

0:41:43 ここでは先ほどご説明させていただいた容器の保管場所を、 
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0:41:47 図に示して記載しております。 

0:41:52 また、ｂポツは、原子炉、 

0:41:55 すいません、原子炉格納容器内でインターナルを容器に収納する作業

について記載しているんですけれども、その際に、放射線業務従事者

に対して、放射線からの防護 

0:42:08 をして、防保護具を着用しますよということを追記させていた。 

0:42:15 次のページをご覧ください。 

0:42:18 ｃポツにつきましては、インターナルの除染の作業を記載しているんで

すけれども、こちらにつきましても、先ほど同様、放射線業務従事者に

対しての放射線からの防護として、 

0:42:30 インターナルの除染であったりだとかグリーンハウスの設置、防保護具

の着用という記載を追記しております。 

0:42:39 ｄポツ以降につきましても、同様に放射線業務従事者に対しての放射線

からの防護という観点で記載を充実しております。 

0:43:02 こちらは先ほど説明したコメント 38 シートもう少し関連するんですけれ

ども、個別にコメント 40 にて、切断作業でのダスト対策と、被ばく管理に

ついて、 

0:43:13 ご質問いただいておりますので、ホームページ 

0:43:18 記載を充実しましたのでご説明させて、 

0:43:24 粉じんが発生する、雑固体のスウェイ切断作業、 

0:43:29 の放射線従事者に対しての放射線からの防護については、切断エリア

へ、 

0:43:35 にて隠して、局所排気装置、 

0:43:39 局所排気装置にて、グリーンハウス内の空気を吸引して、建屋の排気

ラインに排気 

0:43:47 方、 

0:43:51 かいいの切断作業のときは、防護具を着用して作業することとしていま

す。 

0:43:59 千葉がナンバー 

0:44:05 で、続きまして添付 6 アース 

0:44:08 別紙 6、 

0:44:10 ページ、 

0:44:15 別紙 6 につきましては、保修点検建屋完成後各号機から、保守点検建

屋に機器を運搬する際のルートを記載しております。 

0:44:25 インターナル等の機器を 
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0:44:29 ＣＶの機器搬入口よりトレーラーに乗せて搬出し、補修点検、 

0:44:39 構内運搬する際は 6－88 条に基づきまして、線量と基準値以下である

ことを十分に確認した。 

0:44:47 上で 

0:44:52 参考資料の参考資料 4 の主な変更点の説明は以上になり 

0:44:58 続きまして、参考資料 6。 

0:45:01 の説明に移り、 

0:45:03 一応、 

0:45:09 こちらはコメントＮｏ．47、を踏まえまして保修点検建屋での供給電源元

について記載しております。 

0:45:18 保修点検建屋内には、重要安全設備は設置しませんので 66ｋＶの 

0:45:25 常用母線より保守点検、 

0:45:34 赤字で、 

0:45:49 関西電力の河瀬でございます。続きまして参考資料 7 についてご説明

させていただきます。 

0:45:56 参考資料 7 ですけれどもこちらコメント番号の 30 番を踏まえまして保修

点検建屋で行う雑固体の切断作業に関して説明をさせていただきま

す。1 点目に、 

0:46:09 まずこの雑答切断作業の目的ですけれども、こちら、定期検査等で発

生した大型の雑固体、 

0:46:18 では、まず所定の大きさに切断をした上で、それをドラム缶や大型の保

管容器に封入し、廃棄物高の方で保管をし、一旦保管をしております。 

0:46:29 そのうち、大型の保管容器に封入した竜固体につきましては、ドラム缶

への固形化処理を行うためにドラム缶に入るサイズにさらに切断し、 

0:46:41 固体廃棄物固形化処理建屋にて、固形化処理設備によって固形化処

理を行っております。 

0:46:50 またですね固形化処理を行うための切断作業につきましては従前から

補助建屋等で実施をしておりますけれども、今後は作業安全及び汚染

拡大防止を考慮して保修点検建屋でも実施する。 

0:47:06 ということが目的となっております。 

0:47:10 次ページ 46 ページに、 

0:47:14 設置許可における、は、放射性固体廃棄物の処理に関する記載を抜粋

をしております。 

0:47:21 本文午後の中では、放射性固体廃棄物の処理として五つの作業の方

が記載をされております。 
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0:47:30 またですね本文 9 号の方には、トトラ 

0:47:36 放射性廃棄物の廃棄に関する事項としまして汚染の広がりを防止する

措置としてドラム詰め梱包等の措置を講じるというふうに記載をしており

ます。 

0:47:46 以上のことから雑固体の切断作業につきましては、設置局が、 

0:47:51 補 9 号のドラム詰め梱包等の処置に該当するものとして整理をしており

ます。 

0:47:57 45 ページに戻っていただきまして、また雑固体切断作業の原子炉施設

保安規定における整理についてご説明をします。 

0:48:07 切断作業につきましては原子炉施設保安規定、100 条の 2 第 1 項、7

の、 

0:48:15 汚染の広がりドラム、その他の 

0:48:18 雑固体廃棄物はドラム缶等の容器に封入することなどにより、 

0:48:23 汚染の広がりを防止する措置が講じられていることを放射線管理課長

が確認した上で廃棄物庫にて保管する。 

0:48:30 ことに基づきましてドラム缶に封入するための 1 手段として実施してい

るものであります。 

0:48:36 こちらについては保守点検建屋で行う切断作業も同じ条文の適用を受

けるというふうに考えております。 

0:48:44 また、切断作業につきましては、下部規定にて詳細な作業手順や作業

安全及び汚染拡大防止上の注意事項を規定し実施しているものであり

ます。 

0:48:56 以上が、資料 1－3 のご説明になります。 

0:49:08 続きまして、 

0:49:10 残りのコメントというところで資料 2－4。 

0:49:13 の修正点についてご説明をさせていただきます。 

0:49:20 まず資料 2－4 の目次、1 ページ目のところで、 

0:49:25 今回参考資料 2 及び参考資料 3 に、を追加をしております。 

0:49:31 詳細については 

0:49:33 後程ご説明をします。 

0:49:35 まず、変更点としまして、 

0:49:38 10 ページをご覧ください。 

0:49:42 10 ページにつきましては、 

0:49:45 真ん中のところに記載を追加しておりましてこちらは、コメント、 

0:49:50 やりました、2006 年の気象、 
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0:49:53 観測資料の情報を削除せずに残す理由ということを追記しております。

理由としましては土岐許可では、原子炉施設の立地条件の良いへ、 

0:50:04 適否を判断するための安全評価を行うにあたって、原子炉立地審査指

針に基づき、重度児重大事故及び仮想事故について評価を行っていま

すが、その評価結果については、 

0:50:18 添付資料 10、 

0:50:19 4 ポツ重大事故及び仮想事故の解析に残しており、線量評価に必要な

拡散条件及び気象条件については、添付資料 6、 

0:50:29 2 ポツ 5 の安全資料安全解析に使用する。 

0:50:34 気象条件で述べております。 

0:50:36 重大事故及び仮想事故の線量評価につきましては、2006 年の気象条

件で行っているため、 

0:50:43 本申請書、本申請では、添付資料 6、2 ポツ 4 敷地における気象観測

結果及び 2 ポツ 5 の安全解析に使用する気象条件において、 

0:50:55 2006 年の気象観測資料に関する情報は削除せず、残す形というふうに

しております。 

0:51:04 続いての変更点としまして、49 ページを 

0:51:11 49 ページ以降につきましては、先ほどご説明した 

0:51:16 資料 5－1 の内容につきましてと同様に反映を実施しております。 

0:51:22 修正内容につきましては同様ですの詳細を割愛させていただきます。 

0:51:28 続きまして 68 ページ。 

0:51:31 をご覧ください。 

0:51:35 68 ページに今回新たに、 

0:51:37 高浜 1 号炉 2 号炉 3 号炉及び 4 号炉の原子力災害、 

0:51:44 制圧道路と整備に伴う設置許可基準への適合性について、説明資料

の方を添付しております。 

0:51:51 こちらはコメントナンバー44 番を踏まえまして、 

0:51:56 制圧道路の際に使用した設置許可基準規則への適合性に関する説明

資料を添付しております。 

0:52:04 また、高浜発電所の風洞実験報告書につきましても、3 項、 

0:52:10 2 添付をしております。 

0:52:15 続きまして説明者が変わりますのでよろしくお願いします。 

0:52:20 135 ページをご確認願います。説明者かわりまして関西電力。 

0:52:27 頼り。 

0:52:28 資料 2－4 の参考資料 3 について、 
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0:52:41 この資料では、気象指針解説、その他気象条件の取り扱いの記載内容

と、その内容への対応を記載させていただいてます。 

0:52:51 また前回のヒアリングでのコメント 

0:52:53 41 条層逆転層の出現回数が少ないことについて確認しているか説明

することの対応は、本資料に反映しています。 

0:53:02 まず、1 ポツの気象現象の年変動についての対応です。毎年、代表値

の気象が特に異常な年であるか否かを確認するために、 

0:53:11 1 年に 1 回の頻度で、過去の許可と、 

0:53:14 同じ方法で検定を行って、 

0:53:17 なお、検定の結果、本申請では、敷地において観測した 2019 年 1 月か

ら 2019 年 2 月までの 1 年間の気象資料を用いて、 

0:53:26 大気格差 

0:53:29 次に 2 ポツの上層逆転層についての 

0:53:33 常総逆説層の出現状況については、昭和 52 年から 53 年にかけて、 

0:53:39 春、夏、秋の各 7 日間に 1 日 16 回、 

0:53:43 識字上空の基本サノ観測を実施し、 

0:53:46 計 304 回の観測値をもって確認しています。 

0:53:51 に記載のある 

0:53:51 人上で、放射性物質が閉じ込められるような上層逆転層は、計 304 回

の会則。 

0:53:58 後 3 回 

0:54:01 以上で参考資料 3 の説明を終わります。 

0:54:18 以上が、 

0:54:20 資料の説明になります。 

0:54:25 ありがとうございます規制庁側から事実確認を進めていく。 

0:54:39 規制庁阪本ですから、何点か質問させていただい 

0:54:44 た図 27 条関係なんですけど、 

0:54:47 先ほど、 

0:54:49 1－3 番の 9－1 ページですか、 

0:54:54 第 1 項第 3 号の、 

0:54:56 固体廃棄物の、 

0:54:58 処理に関係するところ多分説明いただいたんですけど、 

0:55:02 これ関係性がバツ今×。 

0:55:05 白丸、黒丸だったらバツになってるんですけど 

0:55:08 関係者×になる理由っていうのは、 
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0:55:11 これが処理に当たらないからってそういうことになるんですか。 

0:55:33 関西電力の上口です。申し訳ありません。ちょっと資料の場所をちょっと

確認できません。 

0:55:40 資料の 

0:55:41 9－1 ページで、 

0:55:44 通し番号でいうと、すみません、45 ページ 

0:55:49 そこで雑固体の切断作業に関する説明を多分していただいてて、 

0:55:53 これあれですよね 

0:55:56 条文でいうと 27 条の第 1 項第 3、 

0:55:59 項に係る部分だと思って、 

0:56:01 ご説明をしていただいたと思うんですけど。 

0:56:03 で、関係性はですねだ。 

0:56:06 と。 

0:56:07 パワプロなんてコウノ 1 の資料。 

0:56:10 の 16 ページのところ、 

0:56:12 右肩 16 ページのところで、 

0:56:15 1 項 3 号、 

0:56:17 のところで今回、保修点検建屋もう全体含めてバツになっていて、 

0:56:22 理由っていうのは、今このパワポの資料だと。 

0:56:25 何か、 

0:56:26 体廃棄物処理施設で影響しないことからみたいなことが書いてあるんで

すけど、 

0:56:31 保守的に建屋に関しては別途切断作業はするけどスラグ処理ではない

とかそういう理由でバツってそういうことですか。 

0:56:38 関西電力のカミイチです。おっしゃる通りで、切断作業っていう、 

0:56:43 いう整理の中で前回固体廃棄物の処理に該当するのではないかという

ことで、ご質問あったんですけれども、 

0:56:54 今回の 

0:56:56 の中で、 

0:56:57 廃棄物処理に当たらないという整理をしてございますというのが、今回 

0:57:05 ちなみにですけど、これ今まで、 

0:57:08 は補助建屋で行う等で行ってたという説明だったんですけど、 

0:57:13 そのときも同じような整理だったっていうことでよろしいですか。全く同じ

作業をしてて同じ整理だったということでよろしいですか。 
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0:57:20 関西電力のオカ店数、ご認識の通り、従来から補助建屋等でこの同様

の作業をしてございまして、同じ、同じような整理をしてございます。 

0:57:32 規制庁阪本です。これもちなみになんですけどもともとこの保修点検建

屋で行う作業っていうのは、 

0:57:38 燃料取扱建屋でやってたものを一部動かすみたいな話だったんですけ

ど、それ以外のことってことでその切断作業、 

0:57:45 補助的建屋等でやってたものを移動するってことは、保修提携建屋で

やったものを補助建屋に移動するんじゃなくて、 

0:57:53 他のものを含めて、補助、 

0:57:55 補修的に建屋、 

0:57:56 でやるんですね。 

0:57:57 麻生ソネ飛田って本当に 

0:57:59 やってるものじゃなく、だけじゃないってことそういう理解でよろしいです

か。 

0:58:02 関西電力の上石です。先ほど申しました。はい。雑固体の切断作業とい

うのは、補助建屋のみでは実施してる。 

0:58:12 ものではなく、明瞭飛ぶ取扱建屋でも一部、過去に実施してございます

ので、そういう意味では、過去からやってた、 

0:58:23 燃料取替建屋して、 

0:58:26 作業の、 

0:58:27 ものをこちらに移動したという考えになってくる 

0:58:32 わかりましたありがとうございます。 

0:58:34 で、さっきの話に戻ってしまって申し訳ないんですけど、先ほどのパワー

ポイントの 16 ページのところで、 

0:58:41 適合性の説明で、答えは今日の処理に影響しないことから関係ないっ

ていう。 

0:58:47 くり書かれてるんでそこは先ほどの 

0:58:50 1－3 ページの通しページでいうと 45 ページで説明で関係しないってい

う。 

0:58:56 処理に当たらないっていうことを、もうちょっと詳しくパートの方に落とし

て書いてもらえればと。 

0:59:00 思います。お願いします。 

0:59:03 関西電力の神です。記載の充実、承知いたしました。 

0:59:12 ありがとうございます。規制庁阪本です。 

0:59:15 次なんですけど 28 条関係で、 
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0:59:20 パワーポイントで言うと 5－1 の資料でいうと、3 ページ、右肩 3 ページ

から保管形態について、 

0:59:27 説明していただいてると思うんですけど。 

0:59:31 ちなみに、 

0:59:33 この好き。 

0:59:34 人とともに、保管するっていうふうに、 

0:59:37 はい。 

0:59:38 書いてあるこれっていうのは、 

0:59:41 台の上にスキッドがあって、 

0:59:43 それの上に、 

0:59:45 蒸気発生器オノっていってナカベルトとかで巻いてあるってそういうイメ

ージですか。 

0:59:51 はい関西電力の渡部です。右肩 3 ページの上段の図面の内 1 左側を

見ていただけると、 

0:59:59 なんですかねこ台形のようなものにオーエスジーを左側からこう見てい

るようなイメージの図なんですけども、台形のようなこの大賀台の上にＳ

Ｇが載っていて、それをバンドでとめるようなイメージですかね。 

1:00:12 ゆうゆうバンドみたいなんで固定して、ＳＧを高めるというんですか、こ

のオノ代表スキッドと。 

1:00:21 2 行加えたまま郵送車両で運ばれてくるんですけども、この保管代とい

うのが建屋の下から張り出している基礎でして、その上にこうどんとそ

のまま載せるとそんなイメージで保管いたします。 

1:00:35 規制庁阪本です。 

1:00:36 ちなみにこれって、 

1:00:38 すでに保管されてる蒸気発生器も同じ形と同じ形の報告 3 形態で保管

されてるっていう理解では、関西電力ワタナベサノおんなじ形で保管し

てます。 

1:00:49 もしよろしければですけど 

1:00:51 同じであれだったら写真とか、多分ある。 

1:00:53 たりするんだったらそれ載せていただけるとイメージしやすいかなと思う

んで、 

1:00:57 もしよろしければ資料 21。 

1:00:59 追記していただき 

1:01:00 関西電力の渡部です。 

1:01:03 当日は保管建屋です。 
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1:01:07 狭くてですね、ゴトウ目から取るってなかなか難しくてですね、この形で

そのまま写真が取れるかどうかあれなんですけどもなるべくスピードが

映るような写真がないか取れないか。 

1:01:18 ちょっと確認して、載せるようにはしますが、スキッドのところだけをピッ

クアップするようなイメージで、よかったでしょうかね写真っていうのは、 

1:01:29 そうですねと、できれば、全体がわかりやすいようにとっていただければ

と思うんですけど取れる範囲で、よろしくお願いします。 

1:01:37 承知しましたＳＧ周り、ちょっと写真が取れるかどうか、高浜の既設の保

管建屋の中で取れないかもしれなくてですね、 

1:01:47 ちょっと美浜であったりその他の 

1:01:49 プラントから 

1:01:54 はい、昨年 

1:01:58 よろしくお願いします。 

1:02:04 すいません引き続きサカモトからって何ですか。規制庁高本です。 

1:02:09 29 条関係なんですけど、 

1:02:14 資料でいうと、 

1:02:17 少々お待ちください。 

1:02:30 規制庁阪本です。 

1:02:32 資料 2－6。 

1:02:34 なんですけど、 

1:02:36 今回説明してもらってるところはちょっと、 

1:02:39 入ってないんですけど、29 条で、 

1:02:43 線源学習 

1:02:44 については 7 ページですか。 

1:02:49 元核種として、比較的 1000、 

1:02:53 比較的半減期は長くγ線エネルギーが高い、コバルト 60 ですか、を想

定して今回線源強度の計算をしていただいてると思うんですけど、 

1:03:03 いろいろ他の実例とかを見ていると、何かセシウムとかそういうのを想

定してる例とかもあったりすんですけど今回この、 

1:03:11 線源核種について、 

1:03:13 選定するっていうのでこれを選んで、他にも影響するのがあってその中

で代表して、この子、コバルトとして計算するとそういうイメージですか。 

1:03:24 関西電力の神です。 

1:03:26 放射性固体廃棄物、ウノ種、 

1:03:31 主たる核種といいますのは、コバルト 60 になります。 
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1:03:37 で、 

1:03:38 従来から、この企業が一番大きいものっていうところでこれを代表して、 

1:03:44 背線量を木場と 62 置き換えてそれでもって評価し、 

1:03:50 いうのが、従来、 

1:03:52 ＳＥ保管庫設置状態も同様の評価をしてございます。 

1:03:59 規制庁阪本です。いくつか選任核種がある中で、 

1:04:03 一番影響高いものに全部置き換えて計算してるっていうのでそれが従

来から同じ方法ってそういうことでよろしいですか。 

1:04:09 関西電力の上石です。おっしゃる通りです。 

1:04:13 規制庁サカモトで承知しました。 

1:04:15 その旨も資料充実させていただければと思います。 

1:04:21 関西電力長谷です。承知しました資料を充実させていただき、 

1:04:25 ありがとうございます。規制庁阪本です。次、30 条関係なんですけど、 

1:04:33 等、 

1:04:34 資料 2－0 の、 

1:04:38 51 ページ。 

1:04:48 ちょっとお待ちください。 

1:05:06 あれこれ、すいません。この 

1:05:09 51 ページなんですけど、これ遮へい設計区分、こういうふうに、1 から 4

まで設定していると思うんですけど、 

1:05:16 ちなみこれ人の立ち入り、 

1:05:19 多分、 

1:05:20 区分って何か何時間いられるとか、そういうので分けてると思うんです

けど、例えば、うちだったら松木。 

1:05:28 て言って、 

1:05:29 ミリシーベルトパー3 ヶ月で、 

1:05:31 みたいな感じ以内に収まるようにおそらく計算していると思うんですけ

ど、他の 

1:05:36 234 とカワセ人立ち入りとかで、 

1:05:40 区分とかしたりしてるのかどうか説明していただきたいんですけど。 

1:05:49 関西電力の神です。この遮へい設計区分の考え方は 

1:05:55 線量の限度、 

1:05:59 限度を定める告示で管理区域機能協会の制度がございます。 

1:06:05 それ以外に、現場での 
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1:06:09 放射線業務従事者の外部被ばくの低粘度観点から、例えばですね、あ

る作業をしているエリアのそばに通路がございますと。 

1:06:21 通路っていうのは、他の作業の方々も通りますので、そういうところは比

較的 

1:06:29 外部被ばく、外部 

1:06:33 被ばくの線量を下げたいと。 

1:06:42 操作を行う方々が、 

1:06:48 被ばくを低減してあげる。これも 3、4 作業じゃない方が、運転操作等で

作業されるので、そういう 

1:06:58 限定された期間になりますので、限定された作業操作になりますので、 

1:07:05 そういうところは 0.15ｍＳｖ以下と。 

1:07:10 整理し、 

1:07:12 それ以外、特に今回のＲＣＰＢインターナル 

1:07:20 四区分の 0． 

1:07:28 放射線業務従事者の被ばくを低減するような考え方でこの区分を設定

してございます。 

1:07:36 規制庁阪本です。例えばなんか、基本的に 4 区分は立ち入りしないと

かそういうあとは例えば 3 区分だったら週 

1:07:43 1 週間で 7 時間以内とかそういう時間での制限は特に来てないっていう

そういうことでよろしい。 

1:07:58 関西電力の神節、 

1:08:01 ちょっと詳細ございませんけれどもそこら辺ちょっと記載充実できますの

で、 

1:08:35 あ、関西電力の上出です。すいません。ちょっと誤認があったんで申し

訳ないです。今、 

1:08:43 ちょうど申したような考え方で、 

1:08:47 の制約っていうのは特段ある作業を何時間するからっていうところで決

めたものではない。 

1:08:55 ございません。 

1:08:57 規制庁サカモトで承知しました。 

1:09:00 次なんですけど、30 条で、今回社員設計の考え方で、ちょっとページ戻

って 50 ページで、 

1:09:07 なんですけど、 

1:09:08 一応このさ、遮へい設計考えるに当たって、 
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1:09:13 点検期間とか延長とか運用がいろいろ制約が生じるんで、運用の変動

正雀より作業を通年実施するものとしっていうので、 

1:09:21 通年作業するとして計算してるってそういうことだと思うんですけど。 

1:09:25 その通年というのはどういう時間。 

1:09:30 関西電力のカミイチです。ちょっと、数年って言葉がちょっと 

1:09:35 ご理解、 

1:09:37 別ではなかったと思いますけど、1 年間ずっとそういう宣言の状態であ

ったとしてもっていう、 

1:09:45 たまっていう 

1:09:50 ホデ人が冊通年作業するとかそういうことではなくてってこと。 

1:09:56 関西電力の下、上期です。こちらの設計はですね、作業の作業で用い

る 1000 円。 

1:10:06 例えば、インターナル点検であれば、インターナルインペラーございます

けれども、それがある場所。 

1:10:14 年間ずっと、 

1:10:17 通年オク 

1:10:23 規制庁サカモトです作業っていうのは、 

1:10:26 麻生点検作業がその分解点検作業とか、照明、水中照明点検作業とか

ではなく、 

1:10:34 そのものが置いてあることをＩＩものが通年置いてある状態ってそういうこ

とを言ってるんですか。 

1:10:41 深見です。 

1:10:44 規制庁阪本です。 

1:10:46 そうすると、今回この 30 条で、 

1:10:50 被ばく時と非放射線 

1:10:53 業務従事者の防護について多分被ばく管理の 

1:10:56 条文だと思うんですけど、作業をどれぐらい、あそこに線源が置いてあ

って作業をその日、 

1:11:02 えっと、 

1:11:04 注射がどれぐらいして、 

1:11:06 それでも、多分、 

1:11:07 民間で 50ｍＳｖ会社って、抑えられるっていう評価をしてるってことです

かね。ちょっと細かく書いてあるかどうか。 

1:11:15 そこまで読み取れなかったんですけど、そういう評価を、 

1:11:18 した上で、大丈夫だっていう、 
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1:11:20 ことなんですね。 

1:11:22 関西電力の神です。 

1:11:24 石堂最初から私がご説明した、 

1:11:31 いろいろ保修点検建屋で作業いたします。そちらのものが、 

1:11:38 ある意味、ある場所にある、例えば、保守点検建屋の真ん中になります

と、 

1:11:44 そうは言い、遮へい設計の考え方としては、例えば 

1:11:49 1 年のうち 10 日しか作業しない。 

1:11:52 ので、薄くて以前 

1:12:00 もう、 

1:12:01 遮へい設計、 

1:12:03 線量っていいます区分以下になるような遮へい厚を持たせると。 

1:12:08 そして、 

1:12:16 規制庁サカモト承知しました。少々お待ちください。 

1:12:29 江藤規制庁ニシウチですけど、ちょっと 1 個ずついきたいんですけど。 

1:12:34 ちょっと、ちょっと若干自分の理解がちょっと間違えていたらちょっとその

旨仰っていただければと思うんですけど、まず遮へい能設計の区分が

第 1 から第 4 ってあってこれはですねジャックが 

1:12:47 多分もともとの遮へい設計区分の考え方だと思うんですけど多分それ

なってると思うんですけど。 

1:12:53 まず、 

1:12:56 この 

1:12:57 この区分その基準線量率って、いわゆる年間 50ｍＳｖからきてるってい

うのは多分それはおっしゃる通りだと思っていて、さっき通路みたいなと

ころもおっしゃってたじゃないですか。だから年がら年中、言うならば 7

時間 4、1 日 7 時間 45 分かな。 

1:13:14 年がら年中立ち入るような場所については、第 2 区分っていうようない

わゆる 50ｍＳｖっていうものを、実際にその場所で想定している作業の

時間、 

1:13:25 とか頻度回数ですよね。込み爾見して、そのどれぐらいの線量に抑えま

しょうかっていうのが多分この区分の考え方だと私理解をしてるんです

けど。 

1:13:35 まずそれは合ってます。 

1:14:19 関西電力の管理施設、今、遮へい設計、区分の考え方というのは、 
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1:14:26 発電所のの全体、管理区域全体に関する一定した考え方っていうこと

で設定してますので、 

1:14:37 保修点検建屋のみではないというところで、まずは、はい。 

1:14:43 規制庁 2 種ニシウチですそうですねこの遮へい設計区分発電所等の全

体的な考え方で、また全体的な考え方として、この第二期分っていうの

は湯山年がら年中入るようなことを想定したアノ値であって、 

1:14:56 第 3 区分多分それは私がちょっと具体名の時間までおっしゃいましたけ

どちょっと頻度が落ちるで、 

1:15:01 第 4 区分についても原則立ち入り禁止っていうレベルでの、そういったく

そそういった考え方学問してると思うんですけど。 

1:15:10 ちょっと聞きたいのが、例えばですけど、今回の保修点検建屋っていう

ものが、そもそもどの区分、 

1:15:18 2 相当するような作業立ち入り費、立ち入り頻度。 

1:15:23 作業時間っていうものを想定している場所なのかがわからない。要は、

それをまず説明いただいた上で、だからそれに応じたような、この線量

率、この区分、 

1:15:33 になるように遮へい設計するっていうそういう流れじゃないんでしたっ

け。 

1:15:37 まず保修点検建屋がどの区分に相当するような作業時間、立ち入り頻

度を考慮している場所なのか。 

1:15:44 それを踏まえて遮へい設計基準に応じた遮へい圧っていうものを設計し

てるんじゃないんでしたっけ。 

1:15:50 順番が違いますかね。 

1:16:04 どっちかっていうと 

1:16:08 設計の流れをまず確認したくて。はい。設計の流れとして、まず、 

1:16:15 Ｓ保守点検建屋が、どの区分に該当するような作業時間立ち入り頻度

を考慮している場所なのかっていうのをまず決めるわけではないです

か。 

1:16:27 まずそれを決めて、そのあとに、じゃあ、その区分が決まるわけじゃない

ですか。だからその場所っていうのはこれくらいのその線量率を押さえ

なきゃいけないわけですよね。だからそうなるように所の遮へい厚とか

位置とかを決めるっていう流れではないですか。 

1:16:57 ちょっとどっちかっていうと設計の流れフローフロー的なところ。 

1:17:00 今回最終的にこの補修電源建屋っていうのが、22 ページとかで書いて

もらってるような具体的な遮へい設計区分にしてるわけですよね。それ
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に応じてその遮へいはちょっと動きが出るわけですよねそれはわかるん

ですけど、 

1:17:14 そこにたどり着く間にどういう流れでたどり着いたのかっていうまずその

フロー的な考え方をちょっと聞きたい。流れを確認したいっていうところ

ですね。 

1:17:28 関西電力のカミイチ説、今おっしゃっているところ、ちょっと資料、 

1:17:41 今回、今おっしゃられてる鮭遮へい設計基準と区分、 

1:17:47 裏の方は、右下のところに、 

1:17:52 うち、 

1:17:53 決めると。 

1:18:03 量をまず 

1:18:04 守るという、 

1:18:09 1000 年に応じて、 

1:18:12 斜辺を、 

1:18:17 背 

1:18:24 ニシウチですけど、その流れでいくとですよ。 

1:18:29 ちょっとよく、いや、何かですねその作業っていうものが入ってこなんか

その設計に入ってこないのがよくわからなくて、この遮へい設計区分っ

て、放射線防護従事者の、いわゆるその作業の時の、まさに、 

1:18:42 線量を低減するためなんですよね。だから、 

1:18:45 いわゆる例えば例えばですよ、線源が低いところなので、それなりに線

量低くします。そこに逆の方がいいかな。いや、線量が高い高い線量本

ってありますと。 

1:18:55 で、それに応じた遮へい圧を決めるって言った時に、じゃあ、例えばです

けど、 

1:19:05 ちょっと待ってくださいね。 

1:19:08 あって、 

1:19:23 関西電力のカミイチ説、もう一度、 

1:20:07 具体的なちょっと場所で言うと、 

1:20:11 この 37 ページの図でいうと、 

1:20:15 これはあれだこれ様ですか左側と右っかわ、何を使い分けてるんでした

っけ。 

1:20:23 これから左側には具体的な線源の場所を変えていって、 

1:20:29 遠隔ソウアイや、 

1:20:31 左側の図でいくとですよ。 
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1:20:36 2 階の平面図で、33 区分のところが三つ並んでいる場所があるじゃな

いですか。 

1:20:42 ここの間の遮へい厚とかを決めるときに、要は 

1:20:49 もともとここのスタブ 3 区分の部屋っていうところで、 

1:20:54 作業時間とか具体的にこれくらい見積もってっていうところで 3 区分の

部屋にしてると思うんですよね。実際に立ち入って作業とかするってこと

もあると思うんですけど、 

1:21:01 で、 

1:21:02 要は、ここの 3 区分の、ここを 3 区分にする。 

1:21:08 てことは、隣のその 3 区分のお部屋の線源がそっち側に影響しないよう

にその三区分の部屋の設計をしなきゃいけないわけですよね。 

1:21:17 てことは、そもそもその隣接じゃなくて当該室、 

1:21:23 スタッドボルトが置いてる真ん中の部屋を 3 区分にしましょうって話があ

るじゃないですか。 

1:21:28 その隣のがわかりやすいかちょっと敷地の一番端っこの資機材の保管

物って書いてるところが 3 区分でこれ作業所 3 区分ですよね。で、 

1:21:37 ここをまず 3 区分にしようっていう。 

1:21:40 思想が働いて、 

1:21:43 だからこそこないだ隣のスタッドボルトとか、ナラハタの区画区域の影響

もあるかもしれないですけど、要は隣接の部屋からの影響も考慮してち

ゃんと三区分に収まるような遮へい圧にしてる。 

1:21:55 ですよね。 

1:21:57 て考えたら一番最初にその当該の部屋を何区分にしようっていう思想

がまず働くのかなっていう頭でいたんですけど。 

1:22:05 で言えば、何伝わりますかね聞きたいことが、 

1:22:27 関西電力の今村です。まず、作業エリアとして、衛藤丈二人がいるよう

な、 

1:22:36 ところは、 

1:22:43 4 屋根作業。 

1:22:45 人が入って作業するようなところっていうのは 4 区分、 

1:22:49 そして、 

1:22:57 作業する人がずっといるわけではなくて、うん。 

1:23:03 一時 

1:23:03 に機器を操作するようなところについては、3 区分、 
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1:23:10 3 区分にしますと、人が常時立ち入るわけではなくって、もう行ったり来

たりとかしして、立ちどまるというよりは行ったり来たりとかする通行する

ような区分っていうのを、2 クボ、 

1:23:24 とそういう形で、まず区分、 

1:23:27 を設定して、 

1:23:31 草間ニワ 

1:23:33 等、第 4 区分は人が常時いるっていうさ作業のと、作業をするときに、

基本的にはそこにいる。 

1:23:44 だから、例えば 1 日 5 時間ぐらいそこで作業しますよとかっていう、 

1:23:50 そういう作業、作業エリア、作業エリアは 4、4 区分、 

1:23:55 ほんで、 

1:23:57 1 時間とかそういう作業じゃなくって、 

1:24:01 一時的に立ち入ってそこで何、何か弁の操作をしたり何なりの操作をし

たり、それが終わったらもう行き、その部屋から出ますよっていうような

ところが 3 クボ、 

1:24:12 立ちどまって作業とかそういうするわけではなく、通らなければいけな

い。 

1:24:19 時間そこを通過するとかですね、そういう通路的なものが 2 クボ、 

1:24:28 今のは、そこの部分だけちょっと 1 回行きたいんですけど、それを聞く

と、結局最初坂本が聞いたような、要は、 

1:24:37 その場所にどれくらいいるかっていうことを想定した区分分けになってる

っていうのが根本にあるわけではない。 

1:24:45 ですから、何かそんな気を、そんなふうに聞こえたんですけどちょっと違

います。 

1:24:51 具体な他の時間を切ってるわけじゃないわけじゃなくってそこでの作業

内容というか、そこでの、その経部屋での、何をするか。 

1:25:02 という行為で分けていて、実際の被ばくへと、 

1:25:09 車線被ばくを守るところ、 

1:25:18 実際のそこの空間線量とかを、 

1:25:20 加味しながら、管理 

1:27:01 規制庁ニシウチですけど、 

1:27:03 他の 

1:27:05 私はジャックの 461 号を見ながら、 

1:27:09 また同じの手元にあると思うんですよねそこに 
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1:27:12 作業内容って、何か頑なに言われてるところがよくわからなくて、明確に

書いてあると思うんですけど、要は 50ｍＳｖから、いわゆるその 50ｍＳｖ

っていうのを満足するように、時間立ち入り頻度とかを考慮していかな

いで区分にするっていう明確に書いてあって、 

1:27:27 右側のページの方に具体的にその交差部算定根拠というか、いわゆる

通路っていうのが、年がら年中の人が通るような場所だから、365 日じ

ゃないかな、すみません 365 日じゃないか、いわゆるナカハラな時間 45

分。 

1:27:42 ていうものを考慮して逆算するとこれからの 9 アノ 1000 に抑える必要

があるよっていうような考え方があると思うので、 

1:27:48 何か、作業内容だけではないっていう私は理解をしていてまずそこの理

解がどうなのかっていうところからしっかり確認をしたい。 

1:27:55 テスト、 

1:27:56 これと違うことやってるんだったら違うっておっしゃってくださいと。で、こ

れと同じことやってるんだったら、ちょっと他電力の時にもそういうような

確認をちょっとしてたんですけど、 

1:28:06 ここで想定しているような立ち入り頻度、 

1:28:10 時間ていうようなその作業内容、そちらの言葉を借りればそういった作

業内容が、を想定してる場所だから、ここは第 2 区分にしなきゃいけな

い第 3 区分にしなきゃいけない第 4 区分にしなきゃいけない。 

1:28:21 ていうものが決まってきて、ＳＯＡの各エリアの役割が決まってくるので、

それに相当するな遮へい後決めようっていうそういう流れなのかなって

いうふうに思ってたっていうところなんですよね。ちょっと違うそういった

設計の流れっていうのがちょっとわかるようにまず資料充実いただけれ

ばというところですね。 

1:28:36 違うようであればその旨分かるように書いといていただければそれで結

構です。やり方は多分幾つかあると思うので、ちょっとこのイメージで聞

いてたので若干何か違う気がしたというところですね。 

1:28:47 ウノハマグチです 

1:28:50 ご趣旨理解しました遮へい積規定に書いてるこの記載と実際の 

1:28:57 設計の 

1:28:59 ちょっと整合性についてちょっと、 

1:29:04 取りまとめて、ちょっと、 

1:29:06 種々充実させていただきます。 

1:29:11 はい。規制庁西内です。 
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1:29:14 ちょっともう 1 個ちょっと聞いておきたいのがですね。はい。第 4 区分っ

てなったときに、実際に今って多分第 4 区分の場所に人が入って作業

する前提で考えられてると思うんですけど。 

1:29:27 一番わかりやすいのはもうそこ立ち入らないので大丈夫ですっていうよ

うな要は遠隔操作をする、その場所に立ち入らないでそこで必要な作業

ができるっていうパターンであればこの業務従事者の防護っていう観点

では明確ですよね。 

1:29:40 線量高い場所なんだけどそもそも入らなくても大丈夫な設計だから、そ

もそも防護ちゃんとできてますって考え方はわかるんですけど、立ち入

りますと言われると、 

1:29:51 立ち入ります。でも、精度高いわけですよね。具体的にそこで想定して

いる時間、 

1:29:57 年オーダーで、具体的にどれぐらいの線量をどれくらいの頻度、どれぐ

らいの作業時間というのを想定してるのか、っていう説明とセットでこな

いと、その線量区分でちゃんと防護できるのかって説明が来ないのかな

ってこれは具体な場所の今回の話ですよね。 

1:30:11 特に第 4 区分のところについてはそういう説明が追加でこないと、防護

できるのかっていうのは大変設計区分なのかってのはわからない。 

1:30:19 と思ったんだ場合によってはその遠隔操作っていうものをちゃんとしなき

ゃいけないんじゃないですかって多分そういう話になるのかなと思って

ちょっとこの、 

1:30:25 どうどういう設計をしてるんですかっていうの時間も含めて確認したいっ

ていうそういう趣旨ですね。 

1:30:30 で、 

1:30:31 機能、遮へい設計区分の考え方に基づく区分しているんだったら、第 2

区分と第 3 区分は、 

1:30:37 この考え方に沿う。 

1:30:39 作業内容かっこ頻度時間ですよねっていうものであることさえ説明いた

だけばそれで終わると思うんですけど第 4 区分に関しては上限がない

ので、 

1:30:47 ちゃんと防護できるのかっていう観点ではそういった時間、 

1:30:51 頻度っていうものが追加でちょっと確認をさせていただきたいと思ってい

たっていうそういうところですよね。 

1:30:58 これは今回の保修点検建屋との具体な話ですね。はい。 
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1:31:03 最初の話は全体的な設計の流れの考え方の確認でしたけど今回はフ

クダな場所の確認、二つセットの話だと思うのでちょっとまとめて整理し

て説明をいただければいいかなと思います。 

1:31:14 関西電力の神です。ちょっと整理の仕方はちょっと私どもちょっと 

1:31:19 もう少し再整理いたしまして、負債充実させていただきます。 

1:31:27 そうですね規制庁西内です。特に区分 4 のところですよね。結局、区分

4 にしました。だからＯＫですと、だけは絶対ならないはずで、 

1:31:37 必要に応じて遠隔操作とかそういったものをちゃんとやってるかって話

を設計として確認しなきゃいけないですしそういうところをちょっとしっか

りまずはっていうところかなと思います。 

1:31:46 はい。 

1:31:47 少しだけお待ちください。 

1:31:57 規制庁の中野です。私の方からもちょっと、 

1:32:00 教えていただきたいんですけれども、パワーポイントの資料 5－1 の 37

ページの 

1:32:07 平面図のところなんですけれども、 

1:32:11 左側の平面図の 1 階平面図で、今回作業スルー場所について例えば

左側のスペースであったりとかすると、 

1:32:22 非作業時は区分 2 で例えばＲＣＰのインターナルを、最近、分解点検と

か、多分、おそらくここでするんすよね。そういった作業をするときは区

分 4 に変わりますということですよね。 

1:32:36 そうすると、何か先ほどご説明いただいてた、区分 4 のところが基本操

作をするとか何か作業するところですっていうような考え方とはちょっと

違うのかな。 

1:32:47 と思って。 

1:32:49 んですけど、何かその理解や、多分次回、再整理していただいて、ご説

明いただくっていうところ。 

1:32:57 だと思うので今ここでオカイトウておけ 

1:33:10 関西電力の上石です。今 

1:33:15 ごろは左側の数字が、 

1:33:20 通常時で括弧書きっていうのは実際に作業した。 

1:33:25 機能線量というところで、左よりも右側、Ａランクが上がるという 

1:33:35 ご説明。 

1:33:37 ここはちょっと、 

1:33:40 規制庁ナカノですちょっと 
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1:33:43 三島 

1:33:45 のインターナルとかの、 

1:33:47 ところは、基本的には区分 2 で、 

1:33:51 非作業時には、ただの通路としての機能がもうしかないエリアですと。 

1:33:58 ね。 

1:33:59 作業時そのインターナルの分解点検とかをするときにはその作業エリア

っていうところに変わって、その区分 4、機器室等と同じ区分で作業をす

る場所になりますってことです。 

1:34:12 関西電力の関係です。今、1 回目のお話で、今の該当エリアなんですけ

れども、 

1:34:19 ＲＣＰカナル容器、これ助成、 

1:34:23 シマ 

1:34:24 は、通常、二区分のところが 4 層準になる。 

1:34:32 っていう、 

1:34:34 例えば除染が終わった後に、地下 1 階で分解点検ありますけれども、 

1:34:41 左側のところになりますけど、そこで点検したいときには、2 区分でＲＣＰ

Ｂインターナルインペラーの転向するときは 4 億人なりと、 

1:34:54 はインペラーインターナルは地下 1 階にありますので、 

1:35:00 財務については 2 区分のファーマーズになると。 

1:35:10 規制庁中ですありがとうございます。ちなみになんですけど、同じくその

1 階の平面図の中で中央の。 

1:35:22 工具等で矢印がつけてあるところでここ程度の作業の対象なんでしたっ

け。 

1:35:29 工具等っていうものだけあると、どういった作業をするのかちょっとイメ

ージが湧かなくて、 

1:35:36 関西電力の神節、こちらの方は、機器を点検した子を置く場所というとこ

ろで、 

1:35:45 そういう制限を持った方も多くっていうところで、工作室っていうところ

で、特段大きな作業をしないので、右肩 36 ページの 

1:35:57 項目にはちょっと、 

1:36:04 規制庁ナカノです。そうすると、 

1:36:09 工具が置いてある場所が、1000 万、線源の区分が変わるっていう考え

方は、 

1:36:17 使い終わった工具、 

1:36:22 作業中は工具が、例えばその左の 
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1:36:27 ＲＣＰのインターナルの容器が置いてある部屋とかにあるから、その線

源となる工具がなくなって区分になりますと。 

1:36:35 で、逆に作業をしていないときは、線源となる工具が戻ってくるので、 

1:36:44 上がりますよってことですかね。 

1:36:49 関西電力の岡見です。この 

1:36:54 エリアについてはそのような整理があります。 

1:36:59 規制庁中間です。 

1:37:00 ちょっと読んでて、 

1:37:02 今、 

1:37:03 その括弧内は作業時っていうところで記載いただいてたと思うんすけ

ど、多分これ逆になるんじゃないかなと思う。 

1:37:29 関西電力の感じです。ここの表現をちょっと検討させていただきくださ

い。 

1:37:36 規制庁中出承知いたしました検討いただいた結果を資料に残していた

だければと思います。 

1:37:50 規制庁西内です。 

1:37:52 ちょっと続けて同じところでえっとですね。 

1:37:55 希望等、さっき仲本から聞いた 36 ページ目の下のところなんですけど、 

1:38:02 ちょっとさっきまでの話を踏まえてもう 1 回ちょっと確認なんですけど、

36 ページのこの（2）の遮へい設計の考え方って言ってるのは、 

1:38:10 要は、 

1:38:13 これらの機器がずっとそこにある過程で、 

1:38:18 これらの機器が全部そこにある過程で、遮へい設計しますってそういう

ことでいいんですよね。 

1:38:28 はい。関西電力の神です。おっしゃる通りです。 

1:38:33 藤。規制庁西内です。ちなみにここで言ってるこの機器たちって全部別

の場所に置いてるって理解でいいんでしたっけちょっと、対応関係が見

えてないんですけど。 

1:38:48 関西電力の鏡です。民活 36 ページの冷却材ポンプインターナル分解

点検これは、定検時にプラント側からこちらの 

1:39:01 保修点検建屋に、 

1:39:03 移動して、 

1:39:05 インターナル容器で助成した後、 

1:39:08 インターナルインペラーとしていきたいと。 

1:39:17 他の方につきましても、ＯＡ 
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1:39:22 等、 

1:39:24 枢要に応じて現場の方から、 

1:39:29 機器がお持ち 

1:39:37 は、 

1:39:37 カトウ、一番下の比木資機材仮置に関してはこれは 1 年間ずっと、 

1:39:43 話 

1:39:49 が、規制庁西井です。ちょっと具体的なところで言うとですね 37 ページ

目にちょっといっていただいて、 

1:40:01 左っ側の図の方の 1 階平面図のところで、 

1:40:07 一番左っ側の部屋にその水中照明機器と雑工と、ＩＣＰのインターナル

容器があるじゃないですか。これって実際にはそこ年がら年中ここにあ

るわけじゃなくて点検するときに持ってきてって感じですよね。 

1:40:22 で、今は 36 ページ目の下で行った遮へい設計の考え方っていうのは、

実際には 

1:40:29 年がら年中置かれてるわけじゃなくてこれは一時期置いてない。要は三

つが同時に置かれることはない。 

1:40:35 と、実際の運用上なるかもしれないけど、ただ遮へい設計に関しては、

三つがそこにまとめて線源としてある状態で、その隣の部屋の遮へい

設計を、隣の部屋の場所に対してどれくらいの線量なるようにっていう

のを遮へい設計してるんですっていうようなことを言いたいっちゅうこと

ですか。 

1:40:51 関西電力の菅家数、おっしゃる通りで、遮へい設計は、最大値に対し

て、守るという考え方がございますので、 

1:41:03 お考えの通りです。 

1:41:07 規制庁ニシウチですわかりました。ちなみになんですけど、 

1:41:11 そうしたときに、 

1:41:14 どう、 

1:41:17 インターナルとインペラーは容器に入った自体、次容器に入って運ばれ

てきて、 

1:41:24 あれ容器から出るのはどこで出るんでしたっけ。1 回出てるんでしたっ

け。 

1:41:31 関西電力の西です。 

1:41:51 もちろん、 

1:41:53 見ていただくとちょっとわかり、イメージしやすいかなとは思うん 

1:41:57 この上の方に赤枠で囲んでるところがあるかと思うんですけども、 
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1:42:03 1 回目、この赤枠で囲んでる 1 回目の右側、 

1:42:07 のところが 1 階の床になりますんで、そこにまず容器を置きます。 

1:42:12 ナカの容器をツリーだ上げて吹き抜け吹き抜けになってる、地下の方に

クレーンで、 

1:42:22 殺していって、そこで部 

1:42:29 ん規制庁ニシウチです。 

1:42:32 わかりました。そういう意味でさっき仲野が聞いた工具等かもしれないも

含めてかもしれないですけど、 

1:42:39 今のちなみに、インターナルとインフラは、この 1 階平面図の時の線量

区分考えるときに 

1:42:46 ここの、まさに左側の部分のオープンスペースの部分の線源としてカウ

ントしてるかっていうとそれもしてるっちゅうことなんすか。 

1:42:53 そこまで含めて明確に何か包絡するになっている。 

1:42:58 あくまでここの 1 階平面図を入れた容器だけ、山崎の話聞くと、 

1:43:02 本当に一時的な場合だと思うので、何を入れて何を覗い、何を入れてな

いのかってのがよくわからないなんて思ったっていうところですね。 

1:43:10 ちょっと 

1:43:12 36 ページの、この文章だけだと、何となくやりたいことはわかるんです

けど、実際にじゃあ、例えばですけど、ここの線源はこう置いて評価して

るとかっていうところがちょっとよくわからないなあと。 

1:43:25 そういう意味でちょっと阪本唐木。 

1:43:27 まだ聞いてないか。そういう意味ではですね計算コードとかも含めてな

んですけど、実際にどうやって遮へい設計を計算してるのかっていうの

がわからないんですね条件と。 

1:43:37 まさに宣言の条件と、あと 

1:43:41 解析の構造これ多分特段変えてないと思いますけど、そういったところ

がちょっとよくわからないので、一応そういった評価どうやって、遮へい

設計してるのかっていうところがちょっとわかるように資料を充実いただ

きたいなと思うんですけど。 

1:43:55 そういう意味で、最初にちょっとお願いした、まず設計の流れ一般的な

設計の流れっていうのがどういうふうになるのか。 

1:44:02 ていうところから整理いただいて、最後遮へい設計する時にっていうとこ

ろで具体の評価内容というところがちょっとわかるように記載をいただけ

れば嬉しいなと思います。 

1:44:12 よろしいでしょうか。 
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1:44:15 はい。関西電力の神です。今、遮へい設計の考え方、また、この（2）の

遮へい設計の考え方のときに、 

1:44:27 遮へいの 1 とかそういうところを明確にしてどのような評価をしているの

か、ここ、ここら辺を具体的にちょっとご説明する資料を準備したいと思

います。 

1:44:42 はい。規制庁西内です。 

1:44:44 そうですね 

1:44:46 少なくとも許可時点での具体的な区分とかまで決めてらっしゃるというこ

とだと思うので、それに至る過程としてちょっと明確に説明はいただけれ

ばと思います。さっき言った 

1:44:57 1 階の部分でインターナルとインペラーを何か線源に入れる必要がある

かっていうと、一時的な影響なのでどこまで入れる必要があるんだって

のよくわからないですけど、ちょっとどう考えてるかっていうの含めてちょ

っとわかるように説明をいただければいいかなと。 

1:45:11 はい。 

1:45:18 規制庁阪本です。 

1:45:20 先ほど西内さんと同じカワセてって形なんですけど、今保修点検建屋の

話してるじゃないですか。数字保管庫の方も、一応区分分けしていて、 

1:45:31 おそらく中に点検とかで入ったりするみたいな話を先ほどしてたので、お

そらくそっちの方も、 

1:45:37 何時間入るとかある、何かなんかと書いたところで何時間はいとかそう

いうことも、 

1:45:43 おそらく、 

1:45:43 計算とか評価をしてるっていうことになると思うので、そちらもあわせて、

資料に充実していけいただければと思います。 

1:45:54 関西電力の関係する 34 ページのＳＧ保管庫の、 

1:45:59 遮へい設計区分の考え方も先ほどと同様に、どのように考えているか、

線源の設計を考えた。 

1:46:06 こちら、 

1:46:08 資料を充実させていただき、 

1:46:13 どうぞよろしくお願いします。 

1:46:17 はい。 

1:46:20 規制庁西内です。 
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1:46:22 ちょっとＳＧ保管庫等保修点検建屋の話を言いましたので、ちょっと次に

30 条の同じ関連なので、あわせて聞きたいんですけど、31 ページパワ

ポの 

1:46:32 ＳＤＲの 30 条の話、せっかくちょっとここの話になったのでちょっと流れ

で聞きますけど、 

1:46:45 ちょっと、 

1:46:46 若干なんか読んでて、 

1:46:48 僕は頭が今、整理できてないのが正直なところなんですけど、29 条だっ

たかな。 

1:46:55 29 条の黒丸にしてもらってるじゃないですか。 

1:46:59 要は、総スターム側が変わるからっていうそういう考えだと思うんですけ

ど。 

1:47:03 31 条、33 条もう、 

1:47:07 いうなればソースタームカバーコールっていうそういうイメージになっち

ゃうのかなって思いつつ、ちょっと読んでいた時にいや、多分そこ違いを

つけてらっしゃるっていうことなのかなと思ったんですけど。 

1:47:17 要は、30 条側は、いわゆる、 

1:47:21 遮へい設計をして、この場所をこういう区分にしますっていうことを許可

の本文でうたっていて、言うなればちょっとさっきの話。 

1:47:32 と同じ話でいくとその区分に応じた管理をしますっていうことがセットで

最後ついてくるっていうような許可本部の設計の 

1:47:40 説明なのかなというふうに理解していて、と考えると、 

1:47:44 今回のこのＳＧＲに関しては、ＳＧＲ前後でこの遮へい設計区分は取り

かえてないわけですよね。 

1:47:51 変更してない。 

1:47:52 だから言うならばここ 9 社、9009 遮へい設計基準のままじゃないです

か。 

1:47:57 ていうこと。 

1:47:58 どう思って、 

1:48:01 いわゆるこの適合性としては特段既許可から変更がないで、 

1:48:07 と言いつつも、三角だから変更がなくていいんだっていうことを一応説明

はしているっていうそういうようなイメージと捉えればいいんですかね。 

1:48:17 要はだから、既許可から返金許可の設計方針から変更がないよってい

うのは、ちょっともう少し噛み砕いて言うのであれば、既許可で説明した

遮へい設計区分に変更がなく、 
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1:48:28 かつそれに応じた運用っていうところも特段 

1:48:32 それに応じた運用管理遮へい管理っていうことをするっていうことは特

に変更がないので、だから許可から変更がないんですみたいなそういう

ような読み方をしているって思えばいいんですかね。 

1:48:43 関西電力の神です。 

1:48:46 そちらと論点がですね、 

1:48:51 いや正規は 

1:48:54 原子炉二次遮へいの中にオープンっていう、位置的にも変わらないって

いうところも、 

1:49:00 加えて、変更がないという 

1:49:07 資料どの 2－0 の 61 ページ。 

1:50:09 規制庁の西内です。だから、遮へい設計区分がまず変わりませんよ。そ

れはこの図でも書いている通りで、変わりませんよ。で、その区分にす

るために必要な遮へい設計というところも特段変わりませんよ。 

1:50:24 んで、それに応じてちゃんと運用管理しますっていう許可本文と変わり

ませんよ。だから、既許可の設計方針から変更がないんです。 

1:50:33 具体的な内容を説明しますね。その変わらない内容を説明しますねと

いうのがここの話だということですね。 

1:50:47 一旦、わかりましたと。 

1:50:50 とりあえず説明したいことはわかりました。 

1:50:54 と、 

1:50:59 いや、何だろうな、31 ページの方のパワポなんですけどね。 

1:51:05 今の話でいうとその遮へい設計区分変わらないよっていうなんてな、な

お書きになってるんですよね。 

1:51:12 既許可の設計方針から変更が、適合しているっていう状態に変更がな

いんだよっていうのをかみ砕いて言うと、 

1:51:20 どういうエッセンスがあるのかっていうのは、今の話だと区分と遮へい設

計等、あと運用管理するよっていうところも含めてのな 3 点ぐらい要素

はあるのかなと思ったんですけど。 

1:51:30 そこら辺がもう少しちょっとわかるように書いていただければ、まずはい

いかなっていうくらいですかね。 

1:51:39 で、ちょっとこれは単純に整理の話だけなのでちょっともう少し一層具体

化をしておいていただければというのがまず一つありますと、で、 

1:51:47 あとは、この遮へい設計をこれ一応旧基準でやってますよね。 

1:51:54 て、 
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1:51:56 建屋単位でやっているものって理解でいいんでしたっけ。 

1:52:02 要は、 

1:52:05 いうなればなんか今回機器の取りかえだけだからですよね。要はどうい

う時にこの新遮へい設計基準の方を適用するんだってその考え方だけ

なんですけど、 

1:52:16 遮へい設計基準二つ今あるじゃないですか、どういうときにその新しい

法を適用するんだっていうと、その新しい建屋を建てるときはその建屋

をし新しい設計基準でやって、 

1:52:27 結局古い建屋の方の中の一部を変えようとすると、でも周りの建屋は前

の、 

1:52:32 部屋は結局 9、 

1:52:34 設計基準でやっちゃっていることになるので、だから建屋単位でそういっ

た遮へい設計基準を管理している。 

1:52:40 ていう理解でいいんでしたっけ。 

1:52:43 関西電力の神です。おっしゃる通りです。 

1:52:49 はい。規制庁西内ですわかりましたありがとうございます。ちょっと 31

ページの説明をもう少しわかりやすく記載をいただければ幸いです。 

1:53:02 規制庁阪本です。 

1:53:04 手続きなんですけど、 

1:53:06 この 30 条に関して、今は多分、資料 2－0 の、何か参考資料 1 とか参

考資料 3 とかでも同じような内容で多分説明していただいてると思うん

ですけど。 

1:53:16 ただそれってあれですね最初白丸だったから、2－0 の参考として一緒

につけたと思うんですけど、 

1:53:22 黒丸になっているんで、あと 30 条として 1 個の資料多分まとめていた

だいた方が、 

1:53:27 見やすくなると思うので、資料の何ていうんですかね。 

1:53:30 別途説明資料として 1 個作って、今野の補足って、 

1:53:35 で入れていただければと思います。 

1:53:39 関西電力のカミイチです。承知いたしました。 

1:53:43 規制庁阪本ですよろしくお願いします。 

1:53:47 次もう 1 点なんですけど、 

1:53:51 気象関係でちょっと 1 点だけ。 

1:53:54 今回は風洞実験の確認をするっていう話で資料 2 の、 

1:54:01 4 の、 
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1:54:03 62 ページ。 

1:54:06 のところで、 

1:54:13 61 ページか。 

1:54:15 九重地区のところで、 

1:54:18 一応 

1:54:20 風洞実験を行うにあたっては、原子力学会標準の、 

1:54:24 中で、 

1:54:25 新規、新施設査定を立てる。 

1:54:28 時にその高さが 2.5 倍した高さ 2.5 倍したものに、 

1:54:33 敷地の標高を加えたものが、排気塔以上の高さであれば、実験します

確認しますっていうことになっていると。 

1:54:39 いうような説明なんですけど。 

1:54:41 一応規格の中では、 

1:54:44 何か地形の改変的な話も書いてあって、建物建てるときに、 

1:54:49 それを考慮して、多分実験をするっていう話になったと思うんですけど

今回そういうところは特に考慮はしてないのか考慮した上でも、 

1:54:58 関係ないの高さだけで、 

1:55:00 やってとかそういうのがあれば説明してください。 

1:55:27 関西電力長江でござい。 

1:55:30 風洞実験やる際、 

1:55:33 記載している通り、 

1:55:34 建屋の範囲を、 

1:55:37 というのがですね。 

1:55:41 道路の申請の際にはですね。 

1:55:44 当時、新しい建ても 

1:55:47 地形の改変、もうすべて風洞実験、 

1:55:50 行った結果これを示ししまして、 

1:55:52 それ以降、新しい地形の改変という 

1:55:56 ございませんので、今回はその建物の影響だけを見たという形になって

ございます。 

1:56:01 規制庁阪本です。 

1:56:03 返した場合もあるけど今回はそれに当てはまらないってそういうことに、 

1:56:09 関西力ナガエでございます。著しい気象の、これ地形の改変があった場

合には、それ反映する、建物とセットで、もう形には反映するっていう形

にはなるんですけども、今回はその建物しかなくて、 
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1:56:22 地形は該当でもなかった。 

1:56:24 いうことで、 

1:56:25 承知しましたその旨分かるように、説明資料についていただければと思

います。私からは以上です。 

1:56:34 規制庁西内です。 

1:56:37 ちょっと私からも行く。 

1:56:39 なんですけど、 

1:56:42 どう、 

1:56:44 22 ページの、 

1:56:53 まずう。 

1:57:01 左下の表で、モニタータンクの使用の容量が書いてあって、 

1:57:08 想定しているその設計、 

1:57:11 廃棄物量も書いて設計方針のところで書いてあって、この差は単純にこ

れバッファーと思っていいのか、それとも何か有効容量的な考え方があ

るのかっていうところをちょっと考え、確認したいんですけど。 

1:57:41 では鳥羽。 

1:57:46 規制庁ニシウチ倉庫ありますと、 

1:57:49 あとあれ、結局、 

1:57:52 ちょっとすみませんなんかどっかに書いてあったら申し訳ないんですけ

ど、散布は別に 

1:57:57 都度動かすっていうそういうイメージでいいんですよね。 

1:58:00 3 分 

1:58:02 ある程度サンプタンクの 

1:58:06 2 行移動されるような、 

1:58:10 そういった内容になり、 

1:58:16 3 

1:58:23 規制庁西内ですだから実際の推移を聞くに入るみたいなそういうイメー

ジってことですね。 

1:58:29 実際の水位水のうアノ信号で自動起動するようなそういったものをクボ

としてそういうことです。わかりました。 

1:58:35 わかりますと。 

1:58:42 わかりましたでモニタータンク能ところＤ。 

1:58:46 しばらくため、 

1:58:53 で、 

1:58:54 椅子運搬容器で、 
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1:58:58 運搬容器にはモニターポンプで移送してっていう、 

1:59:03 ありがとうございます。 

1:59:12 ちょっとだけ待ってくださいねすいません。 

1:59:52 あとはちょっと全体的な確認ですけど、 

1:59:56 割と黒丸が大きくなんか多くなってきたなという印象を受けていて、 

2:00:03 それでそここっちから確認してる内容を踏まえてっていうことだと思うん

ですけど、これで一応、共通認識取れてるかだけ確認を最初にしておき

たいんですけど。 

2:00:10 クロマルにしてるっていうことはあれですねゆくゆくテンパチの適合性を

説明して今日この設置変更許可申請にあたって、適合性を説明すると

ころあると思うんですけど。 

2:00:21 あそこはもう補正されるイメージで黒丸にされてるって理解をしていいん

でしたっけ一応確認なんですね関西電力の渡部ですけどもそのご認識

で結構です。 

2:00:35 規制庁西内ですわかりました。 

2:00:40 どう、 

2:00:41 発症。 

2:00:49 で一応ですけど 26 ページ目のところの、これも熊野城間の確認、意味

合いの確認だけなんですけど、 

2:00:58 結局ＳＧＲも変え、 

2:01:00 釣られてるっていうのはまさにそのソースターム側が変わるからってい

うそういう理解でいいんでしたっけ。 

2:01:11 はい。関西電力の渡部ですけども。はい 

2:01:14 ものが変わるというところを規定に考えて設計再評価、こういうところを

評価し直すというところは、条件が変わってるので、許可記載に適合す

るかどうかを確認すると。 

2:01:25 そういう意味合いで黒にしているというものであります。 

2:01:31 はい。規制庁西内です。わかりました。 

2:01:35 あと、 

2:01:42 ちょっとだけ 26 ページ目の 29 条とさっき確認した 30 条の違いがー。 

2:01:50 ちょっとだけ、若干、僕の中ですって落ちてこないっていうだけで、 

2:01:55 何かどっちもクロマルかどっちも白マルっていうのがありかなっていうふ

うにちょっと思ったんですけど、ちょっとすいません 1 回僕も頭、もう 1 回

整理して、何か必要があれば追加で確認させていただきます。 
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2:02:06 あとですねちょっと 1 個よくオカいっこちょっと私が理解できてないところ

がですね、 

2:03:03 規制庁ニシウチですけど、ちょっと 1 個私が若干迷子になってるのがあ

って、21 ページ目の液範囲の話なんですけど、 

2:03:21 ＳＧＲｄ、 

2:03:24 一次冷却材の抽出水用がわずかに増加っていうのは、 

2:03:32 あれこれはどのタイミングで抽出する水量のことなんでしたっけ。 

2:03:44 この冷却安定電力の紙です。運転中になってございますけど、 

2:03:55 規制庁ニシウチですけど、ＳＧルーによって、 

2:03:59 一次冷却材側のまず保有水量が増えますですよね。 

2:04:03 抽出、あれ、この保有水量の増加分と、この抽出水量の増加分ってイコ

ールではなくて、理解でいいんでしたっけ。 

2:04:12 イコール。 

2:04:14 関西電力のカミイチさ。 

2:04:16 吉良の方は供給発生気が、若干大きくなり 

2:04:25 大きく、 

2:04:27 令和、運転中、 

2:04:30 濃度を低減させるために、ダイリューションやりますけれども、その量

は、そう。 

2:04:35 数量が増える。 

2:04:42 規制庁ニシウチです。 

2:04:46 見ればわかる。これ保有水量の増分と、この抽出水量の増分ってイコ

ール同じ値ですか、違う値。 

2:04:56 関西電力の上石です。こちらの方計算方法も違いますし、違いますの

で、違うものになります。 

2:05:06 わかりますし、 

2:05:14 はい、わかりましたありがとうございます。 

2:05:17 ちょっと後で自分でも言っておきます。 

2:05:20 あと最後ちょっと私から 1 点だけなんですけど、ちょっと最初のここ、固

体廃棄物の方の考え、考え方のちょっと確認だけで、 

2:05:30 結局だから処理には該当しないっちゅう話なんですよね。 

2:05:37 阿南マネージみたいなそういう意味合いなんですか、この切断作業って

いうのか。 

2:05:45 今その処理過程として置いてるのは、 
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2:05:52 切断した以降の話を処理過程として考えてるって理解でいいんですか

ね。 

2:05:58 要は適合性の条文の方でいわゆる処理過程において、 

2:06:03 等が入ってると思うんですよね。アノは、圧縮とか浅井とかそういった処

理過程においてっていうのが答え小範囲の要求であって、 

2:06:12 処理過程ではないっていうふうに考えていいってことなんでしたっけ今

回の切断に関しては、 

2:06:18 そう考えてるってことでいいんでしょうか。 

2:06:21 関西電力の神です。おっしゃる通り処理過程ではなく、その前の段階の

作業という、 

2:06:31 規制庁西内です。わかりました。 

2:06:34 ちょっとまず 27 条の 3 項の適合性に関してどう思ってるかっていうとこ

ろで、いわゆる処理過程とは思ってませんよっていう趣旨をちょっと明確

に書いておいていただきたいんですよね。 

2:06:49 じゃあ、何もやってないかっていうと多分そんなわけではなくて、多分普

通の管理区域における放射線管理としてっていう考え方は一応適用し

ているっていうそういう理解でいいんですかね。 

2:07:07 関西電力のカミイチ数、ご認識の通りです。 

2:07:26 若干すいませんちょっと。 

2:07:28 その下ねちょっと私も確認したかった。 

2:07:35 うん。 

2:07:36 ちょっと私は今の点で 

2:07:40 資料 1－3 の 9－1 ページから、 

2:07:46 9－2 級の数、 

2:07:49 4 ぐらいまでこう説明があって、 

2:07:52 何となくこう読んでいてちょっとよく案が 

2:07:59 だからあれですかね 

2:08:03 と、 

2:08:04 縮減用みたいなものはそれはそれで魔女処理であって、切断は何かっ

ていう 

2:08:12 等、 

2:08:20 縮減用と切断のコーナ何が違うのかっていうのはあんまり、 

2:08:24 よくわからなくてですね。 

2:08:27 それって、まだ固体廃棄物でいうと、固体廃棄物が発生して、 

2:08:35 それを処理して保管という、そういうプロセスなわけですね。 
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2:08:41 処理ではないとなると、これが一体どの分類に入るのかっていうと、そこ

はだから処理の過程以外のな、何になるんですか。 

2:08:54 関西電力の上期です。今の資料の 4、46 ページのところ 

2:09:05 平和 

2:09:06 私どもの整理では本文教の、 

2:09:09 ドラム詰め、梱包等の措置、 

2:09:13 切断した後にドラム詰めいたしますけれども、 

2:09:16 その 1 年の産業と、 

2:09:21 一連の作業と言われればそれは市のかもしれないんですけれど、 

2:09:27 それ 

2:09:28 の作業自体は、そうすると基準上は南條が適用されると考えている。 

2:09:40 そのあれですか処理ではなくて補完っていうか、 

2:09:45 そういうのもあった 

2:10:15 はい。 

2:10:17 藤切断作業自体も、イセ工事 

2:10:23 入用の 1、 

2:10:27 被ばく低減 

2:10:32 小工事ですか。 

2:10:37 はあ。 

2:10:46 そういう言い方もあるかもしれない。 

2:10:51 そうすると、 

2:10:53 例えばそこの区分けがちょっと理解しづらいところがあって、 

2:11:00 圧縮、 

2:11:01 圧縮はくせ工事じゃないですよねと、償却も工事ではないです。諸処理

ですよと。 

2:11:09 処理と工事の違い、そういうことです。 

2:11:45 この切断してる最中もう多分、いろいろ防護上の措置というのはしてい

るかと思っていて、 

2:11:56 それはだからそういうものが散逸しないこととかそういうのはやってるわ

けですよね。 

2:12:04 そうですねそれがまさしく市野さんの。 

2:12:14 41 ページぐらいに資料 1－3 の 41 ページぐらいに作業していて、はい。 

2:12:21 だからそういう、これも一応廃棄物ではあるわけですよね。 

2:12:26 固体廃棄物であって、 

2:12:29 それを切断する作業に当たって従業員の防護とかですね。 
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2:12:37 なんかそういう、 

2:12:38 そういうものは広がらない、ものが広がらないようにというそういう措置

は 

2:12:44 図られているということですよね。 

2:12:47 そうすると、何かその散逸の防止というか結局そういうことをしている

表。 

2:12:54 であって、 

2:12:56 何か、 

2:12:58 言い方なのかもしれないんですが、 

2:13:06 前処理だからってすごいっすか。 

2:13:14 私、な何となくは 

2:13:18 それぞれいろいろ定義を用いて説明しようとしてるのは、 

2:13:22 よくわかったんですけれど、ちょっとそこの、だから多分、 

2:13:26 廃棄物が発生して処理をしてその保管するという一連の作業がこうある

わけですよね。 

2:13:33 その中のその処理過程と言われているものがどういうものであって、そ

れに付随する。 

2:13:40 工事という言い方なのか、それは処理過程ではないものとして基準適

合性も外れているものが、 

2:13:48 あるというそ、そこら辺のですね、ちょっと全体像が、全体図というのか

フローというのか、 

2:13:55 ちょっとそういうものを示していただいた方がいいのかなと思っていてそ

こはいかがですか。 

2:14:06 関西電力の上出です。現在も 

2:14:10 固体廃棄物の経路図とかありますので、そん中には切断っていう文言

は、ちょっと書いてございません。 

2:14:20 ですので、 

2:14:21 この経路図をちょっと、 

2:14:22 ベースにちょっと位置付けっていうところを実施できるように、 

2:14:29 ちょっと 

2:14:33 よろしくお願いします。とりあえずちょっと 

2:14:36 私からは以上。 

2:14:40 規制庁西内です。ちなみに今経路図っておっしゃってるのって、添付図

のことですか。 

2:14:45 結局 
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2:14:46 添付図面のことを、 

2:14:50 関西電力の上出です。すいません。今ちょっと図示して処理と今回の切

断の作業のちょっと流れを、 

2:15:02 していただきたいという、コメント、コメントと認識しましたので、そういうも

のを作る、改めて作るというところで考えており、 

2:15:11 規制庁ニシウチアノ今の決意許可 2 の申請書に載っているようなのあ

るものじゃないってそういうことですね。 

2:15:19 おっしゃる通りです。 

2:15:22 規制庁。 

2:15:24 許可上は多分固体廃棄物処理のフローみたいなのは多分なくて、そう

いうこと。 

2:15:36 野上節アノ。 

2:15:38 答え廃棄物の処理フローっていいますか経路っていうのは、経路図とい

うのは私がちょっとイメージしてんのはその答えの処理の過程としてどう

いう過程がこう、 

2:15:51 は、 

2:15:53 その中でのその処理過程っていうのはどこまでの範囲なのかというとこ

ろが、 

2:15:59 わかるように説明していただきたいっていう 

2:16:03 そういうことで説明 

2:16:08 関西電力のカミイチですけども、 

2:16:12 機器の確認なんですけども、実際に対象物を取り出して切断、それをま

た廃棄物庫に戻してそのあとに、処理の過程行くっていうところ大きくは

こんな流れになるかと思うんですけれども、 

2:16:26 そこの分解点を明確に、 

2:16:29 重視するという 

2:16:30 そういうイメージでよろしかったでしょうか。 

2:16:32 分界点というか範囲ですね御社が行ってる処理の過程というのがどこ

までの範囲かというところで、それは別に工事で今回の申請案件の工

事、 

2:16:44 ということだけでなくですね一般的な話として、 

2:16:48 どういう考えでその許可上ですね、処理の過程として、範囲を設定して

るか。 

2:16:53 そこに、 

2:16:56 力のイマムラです。 
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2:17:05 オノ。 

2:17:06 もう物を切って、 

2:17:08 そうしたところから、 

2:17:11 2 項、こういうプロセスで来て、 

2:17:28 文字づらだけでやってると何となく認識がこう範囲がずれてるような感じ

がするまだそういう簡単な、 

2:17:35 まずでも結構なんですけどそういうものから少し事実確認を進めていた

だく等ある程度理解できるかなという気がして、 

2:17:45 ざっくり 

2:17:49 ところ、 

2:18:01 1 人作業で当然 

2:18:20 はい、規制庁ナカフクマ。 

2:18:22 ユフろうがあった方が少し、 

2:18:25 話がしやすいかなと思いますし、あとはついでというところであればです

ね、 

2:18:31 それぞれの範囲は基準適合性でそれぞれの該当する基準項目に従っ

た、 

2:18:38 作業を行うと、それ以外がどどういうその安全上のですね、 

2:18:44 その措置をしているか。 

2:18:47 それがちょっと今、 

2:18:49 何か保安規定とかそういうような記載も見受けられますけれど、 

2:18:56 それはそれでそういうことであればっていうことでいいんで、 

2:19:00 ちょっとそういうところをわかるように示していただけると、 

2:19:04 お互い、 

2:19:20 当規制庁ニシウチですけど、 

2:19:33 関西電力で、縮減様。 

2:19:37 高浜トイレ。 

2:19:39 高浜に入れてなかったでしたっけ、圧縮減容って。 

2:19:46 関西電力の上出です。高浜発電所にはベイラ設置してございます。 

2:19:56 規制庁西内ですけど、ちょっとそれとの違いは明確にしておいてもらっ

てもいいですか。 

2:20:04 説明に当たってですね多分設備か運用かの違いはあると思うんですけ

ど、趣旨って一緒じゃないかなっていう気はするんですけど。 

2:20:14 要はプレスですよね。 

2:20:15 要は、 
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2:20:17 容器に入るようにプレスして、詰めて下原案を進めてってことですよね。 

2:20:23 切断と何かその観点がどう違うのかっていうと切断は結局容器に封入

するために切断するわけですよね。 

2:20:30 ドラム缶ですけどっていうところが、どういう意味合いで違うのかっていう

のはちょっと明確にしておいて欲しいなと。 

2:20:38 関西電力の神です。高浜にありますベイラっていうのは、 

2:20:43 また減容容量ちっちゃくするという目的の処理になりますので、切断、 

2:20:50 とは少しちょっと意味合いが違うと思ってます。 

2:21:07 はい。ちょっとそこら辺の違いがわかるように明確に説明をいただけれ

ばまだそれで結構です。はい。関西電力のカミイチ了解 

2:21:17 結局 

2:21:23 明確にですけど、固体廃棄物処理施設かっていうと、 

2:21:30 でもあると。 

2:21:31 結局、すいませんちょっと具体にやってる内容って確か補足のほうで説

明もらってなかったでしたっけ。廃棄分の切断作業やるときにこういう防

護措置、こういう措置を講じますよっていうのを、 

2:21:46 関西電力のカミデです。アノの者 41 ページの方に、 

2:21:53 実際は、バンドソーっていう、汎用の自分、 

2:22:02 資料 1－3 の 41 ページになります。 

2:22:11 で、 

2:22:13 的にはですね、Ｃ項にありますように、 

2:22:17 汎用品のバンドソーっていうようなものを使いまして、切断すると。 

2:22:35 規制庁ニシウチですわかりますとだからいわゆるそのベイラみたいなこ

とで廃棄物処理施設、施設は使ってないわけですよね。 

2:22:44 だから固体廃棄物処理施設に該当するかどうかっていうところは一つあ

るのかもしれないなとは思いますや要は 

2:22:52 この 30 条、30 条じゃないよ、27 条って固体廃棄物処理施設を設置す

るときにはこういうふうにしましょうねっていうことを言ってるわけですよ

ね。 

2:23:00 まだそういう意味では該当しないというのかどうかっていうは観点も一つ

あるのかなと思っていて、そういうふうに読むと、何らじゃ固体はい。保

修点検建屋自体は固体廃棄物処理施設じゃないのっていう次の話が

来るんですけどね。 

2:23:16 例えばですけど 40 ページだと、 

2:23:18 結局この建屋の排気ラインっていう米を 
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2:23:21 ラインとしては一応、 

2:23:25 まだ別になくてもいいのか。 

2:23:31 まだ例えばですけどその完全にその場所に期待してない。家田幅野。 

2:23:36 青田の勤怠じゃないんですけど、そういう場所でもできるようなものだっ

たら、何かイメージがもうちょっとわかる気もしますけどね。完全に運用

だけなんですと、放射線管理ってそういう観点だけなんですっていうこと

なのかどうかっていうところもちょっと一つ。 

2:23:49 あるのかなあとは思いますけどう。 

2:23:52 ちょっとここら辺を含めて少しちょっと整理をいただいて、 

2:23:56 というところですかね。 

2:23:59 結局その処理する過程かどうかっていうところがまずは明確にっていう

ところからスタートしてっていうところだと思いますけど。 

2:24:06 はい。 

2:24:09 はい。よろしくお願いします。 

2:24:12 規制庁仲ですけども一応、処理の過程を示していただくっていうことでち

ょっとお願いしましたけど、あとそのあといろいろちょっとご質問があった

かと思って、 

2:24:23 少しそういうような点で我々の方、 

2:24:25 少し 

2:24:27 これはどうなのかなといういろんな観点見方があるかと思っていますん

で、そういうものにこたえるようなですね、整理があればですねそれもあ

わせて、 

2:24:36 提示いただいた方が、少し話が進むかなとは思ってます。 

2:24:46 関西電力の上石です。了解いたしました。 

2:25:02 規制庁西内ですよろしくお願いします。 

2:25:06 私はそれだけかな、今日、 

2:25:11 はい。私は一応、今、以上ですけど、規制庁側から何か他に確認してお

きたい点現時点でありますか。 

2:25:18 よろしいですか。 

2:25:42 規制庁の仲野です。パワポの資料なんですけど、衛藤さん 17 ページ

の、 

2:25:54 その中で左側の平面図のところで、※書きで廃液の運搬容器への移送

は遠隔操作にて実施。 

2:26:04 ていうふうにあるんですけど、遠隔操作にて実施する、その場所ってい

うのは、この二階ナゴ 1 階の平面図の、 
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2:26:13 ところで何かこう操作盤みたいなものがあったりするんすかね、何か具

体的にどういった操作をどこでするのかみたいなところを教えていただ

けますか。 

2:26:23 な場所については今設計中ではあるんですけれども、ご認識の 

2:26:27 通り 1 回目で操作できるようにしようと考えておりまして、オンオフで、ポ

ンプが起動できるようにしたりだとか、そういったところを今 1 回、 

2:26:40 規制庁中です。そうですね。 

2:26:42 ところには操作盤みたいなものがあってスイッチ脳風情ポンプの起動。 

2:26:47 ができるってことですね。わかりました。 

2:27:01 はい。規制庁ニシウチほかに規制庁側から確認しておきたい点ありま

すか。 

2:27:06 よろしいですか。 

2:27:08 はい。 

2:27:11 今日の各ヒアリングを、一応メニューとしてはこれで終了ですかね。 

2:27:18 はい。 

2:27:19 じゃあ、今日のヒアリングで確認してちょっと資料にしろ、資料に充実い

ただくような内容とかが共通認識とれてるかちょっと確認したいんですけ

ど。 

2:27:30 少し時間をとりましょうか。 

2:27:33 準備ができたらお声掛けください。 

2:27:40 衛藤規制庁ニシウチです。準備できたようです。ただちょっと読み上げ

からお願いしてもいいですか。 

2:27:46 あれすかね条文単位とかでちょっといきましょうか。はい。 

2:27:52 関西電力の神です。本日のヒアリングのコメントについてご説明いたし

ます。 

2:28:00 まず、27 条関係、一つ目が、資料 5－1、16 ページ。 

2:28:07 保修点検建屋の 1 項 3 号について、 

2:28:12 資料 1－3 の 45 ページの記載内容を踏襲し、 

2:28:17 切断作業が処理に該当しないことを記載すること。 

2:28:22 また、二つ目が、 

2:28:25 固体廃棄物の処理過程のうち、切断作業の位置付けを説明すること。 

2:28:31 括弧安全、 

2:28:33 防護の処置。 

2:28:35 圧縮減容装置との違いというところで整理。 

2:28:40 次に 18 条。 
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2:28:42 蒸気発生器保管庫の保管状況等を、 

2:28:45 入居について、 

2:28:47 全体イメージがわかるように、既設のＳＧ保管庫の写真を掲載するこ

と。 

2:28:53 次に、29 条関係、 

2:28:56 資料 2－6 に記載している。 

2:29:00 制限各所に小鳩 60 を選定した理由について記載を充実すること。 

2:29:07 次に 30 条関係 

2:29:10 遮へい設計区分の考え方について設計の流れがわかるように記載を

充実すること。 

2:29:17 エリアの立ち入り頻度、時間、 

2:29:20 から区分、 

2:29:22 決定、遮へい設計という流れがわかるようにすることと、 

2:29:29 次に、 

2:29:30 遮へい設計の具体的な方法を明確にすること。 

2:29:34 線源の条件計算構造。 

2:29:37 次に、資料 5－137 ページの 1 階中央の工務部等を保管するエリアに

ついて、 

2:29:45 イトウ 

2:29:47 4 が逆と思われるため、 

2:29:50 区分、 

2:29:50 ナガタを 1000 再検討すること。 

2:29:54 資料 5－1、31 ページの、 

2:29:57 ＤＲの 30 条、 

2:29:59 工事 5 の、 

2:30:00 条文の適合性について、区分遮へい運用管理の観点から記載を実施

すること。 

2:30:07 資料 2－0 の参考資料のうちさ、 

2:30:11 30 条、 

2:30:13 記載について分かれて記載されていることから、まとめた記載とする。 

2:30:19 2、 

2:30:21 風洞ジック 

2:30:22 地区変更の模型反映について、 

2:30:25 本申請においては、反映するものがなかったことを記載すること。 

2:30:30 以上となります。 
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2:30:36 規制庁阪本です 30 条の一番下の、 

2:30:40 矢羽根のところで資料 2－0 の参考資料。 

2:30:44 の一井さん中記載が分かれてるんで記載をまとめるってのは、別の資

料でかえってまとめるってことでよろしいですか。 

2:30:54 関西電力のカミイチです。30 条、 

2:30:58 条文として一つにまとめるということで理解してます。別の所で一つにま

とめると。はい、承知しました。 

2:31:08 規制庁西内ですけど。 

2:31:10 これはそれで私がわかりやすいというだけなんですけど、基本車、多分

今までの許可の審査資料もそうなってると思うんですけど、基本いわゆ

る審査条文は、一つの資料として、 

2:31:22 最後まとまってるのかなと理解していて、要は概要としての全体をまと

めたものがあって、あとは、例えば耐震については耐震の説明書の補

足説明。 

2:31:32 津波だった津波に関する補足説明という形で条文単位の補足になって

るのが多いのかなっていう気がするので、できればそういう形でまとめ

てまた我々もわかりやすいかなというところの話でしたと。 

2:31:45 27 条、ワー、 

2:31:51 27 条は、 

2:31:56 ちょっと説明にあたって、あなたは仲川からも発言あったと思うんですけ

ど、処理に該当しないっていうのであれば、設置許可基準規則で、南

條。 

2:32:10 の要求事項に対して、対応してるようなものなものなのか、もしくは対応

してないものなのか。 

2:32:16 もう少し言うと施工 2 の技術基準規則とかハダ保安規定なのかとか、そ

ういういわゆる規制の枠組みでいうところのどこに対応するものなのか

っていうところはちょっと追加で説明をいただければと思ってますと。 

2:32:29 27 条でちょっと 1 個だけ追加ですかね。 

2:32:32 で、処理に該当するんだったら 32 基、27 条に基づきやりますってだけ

だと思うので、 

2:32:38 27 条で散逸しがたいこと散逸しがたいようにっていうふうに言ってるの

で、 

2:32:43 切断にあたってもサイトウしなくていいのかってそういうところですよね。 

2:32:47 そこに該当しないんだったらどこでなんかやってんのとかそういう話です

よね。 
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2:32:51 で、28 条は、あれすかね固縛方法って何か今までと固縛というか、 

2:32:58 どこ 

2:33:00 保管形態、保管形態について玉野今までのやり方と何か違うんですか

っていうところも含めて質問があったと思うので、今までと同じ保管形態

ですっていう説明だったと思うんでその旨はちょっと明確に記載をしてお

いていただければなと思います。 

2:33:15 今までとっていうのが多分ＳＧ保管庫の 1 個目のものと同じ方法だよっ

てそういうことだと思うんですけど。 

2:33:25 あとは概ね反映されてるかなと思いますけど規制庁側から何か追加確

認等ありますか。 

2:33:32 よろしいですか。 

2:33:34 はい。 

2:33:36 関西電力側から何か追加で確認とありますかよろしいですか。 

2:33:44 資料 3 の関西電力の渡部ですけどもちょっと資料のまとめ方でもう一度

確認させていただきたいんですが、これまでのヒアリングの中で、我々

白丸だって言っていたところを眼科、黒に格上げしていて、 

2:33:56 その頃に格上げしたところはもちろんテンパチ小の逐条説明のところ

で、申請書の添付には反映していきます。 

2:34:03 一方先ほど阪本さんからもありましたけども 30 条で個別の資料を 

2:34:10 作るっていう話については、今例えば六条とか十七条とかっていうのは

その条文のタイトルをつけて、補足説明資料作ってるんですけども、 

2:34:19 今回の 30 条なんかは、2－0 の、 

2:34:22 下の方につけているイメージで今積み重ねていっているんですけども、 

2:34:27 それでは 

2:34:29 異なりなくって、30 条は 30 条で 1 項、 

2:34:32 資料を個別に起こした方が、 

2:34:35 規制庁さんが扱いやすいですとそういう趣旨でコメントいただけましたで

しょうか今、 

2:34:43 はい。 

2:34:44 そっちの方が、2 の 0 ニシナ 0 以下は全部まとまっていて、ＫＵＲＡＭＡ

以上黒マルは全部別のものがあるっていう方が、 

2:34:55 資料管理的にもわかりやすいかなと思ったっていうところですかね。 

2:34:59 あまりあれですか、関西電力的に関西電力としてもやりやすい方法、何

て言うんすかね 
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2:35:05 お互いにやりやすい方、そこは三重に審査の進め方だけの話なので、

安い方法というところでちょっとご提案をいただければと思います。関西

電力渡ですけど資料作るには全然全く問題はないんですけども、ちょっ

と 

2:35:18 我々黒の作り方だと、もう 

2:35:21 補正ありきのような形で文章をこさえてしまうので、先ほど西内さんの中

でもありましたけども、最終的に黒から白に下がるところもあるよねって

そんな、 

2:35:30 整理の話もあったと思っていて、 

2:35:32 そうなったらそうなったらまた 2－0 の方につけたいだけの話なんですけ

ども、審査を 

2:35:38 なんていうんすかね。スムーズに進めるためにも一応黒としたものにつ

いては、個別の条文資料として、 

2:35:46 生むように、 

2:35:49 いますね。あと、審査を進める中で、資料やっぱこれ素人整理しようか

といったときには 2－0 に落とす。 

2:35:56 とか、その辺で相談させていただきましょうかね。 

2:36:09 規制庁西内です。そうですね 

2:36:12 例えばヒアリングやってる中で、これはちょっと黒か白かまだお互い共

通認識ならそうだなっていうところに関して最初っから 

2:36:23 ある。 

2:36:24 説明資料を 1 個押さえてもらうっていうところをお願いするってなると確

かに後戻りするっていう可能性もあるので、それはちょっと内容に応じて

っていうところでいいかなとで、今の話でいうと 30 条は概ね共通理解に

はなっているのかなと思っているので、であればちょっと一つの資料とし

てっていうところをちょっとお願いしたというのが今回のヒアリングです。 

2:36:42 関西電力ワタナベ承知しました。30 条で、資料は一旦組み立てて、今

後の資料、今後の条文のヒアリングの中で、ちょっと微妙な扱いといい

ますか、そういうものについては、まずは 1 回ご説明さしていただいて

から、 

2:36:58 資料化していくという方向で検討させていただきます。 

2:37:02 規制庁側も今の進め方でよろしいですかね。はい。 

2:37:06 はい。まずはそういった進め方でできればと思います。 

2:37:10 他に関西電力側からヒアリングの内容含めて何か確認点等あります

か。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

2:37:16 よろしいですか。 

2:37:17 はい。 

2:37:18 あと最後にちょっと、今回の話を踏まえたスケジュール感ですけども全

体の話は冒頭にありましたので、今日のヒアリングの内容について次は

審査会合Ｄっていう話になると思いますと、 

2:37:31 ですので、今日のヒアリングの内容を踏まえて、来週の 

2:37:37 できるだけ早いタイミングで、 

2:37:39 1415 辺りですかね、修正今日の確認を踏まえて修正いただいたものを

ちょっとご提出いただいて、我々確認させていただいて、そのあと審査

会合というような流れで進められればいいのかなと思ってます。 

2:37:55 が、スケジュール等含めて規制庁が何かありますかよろしいですかね。 

2:37:59 関西電力はスケジュール側に関して何かありますか。よろしいですか。 

2:38:04 具体の提出時間等については東京支社の 

2:38:07 方とまた調整をさせてもらえればと思いますのでよろしくお願いします。 

2:38:11 はい。 

2:38:12 全体通してですけども、関西電力側本庁にいらっしゃる方から何かあり

ますか。よろしいですか。 

2:38:19 はい。 

2:38:20 事業本部の方何か全体通して確認しておきたい点とかありますかよろし

いですか。 

2:38:27 はいありません。大丈夫です。はい。江藤規制庁からも全体通してよろ

しいですかね。 

2:38:34 はい、じゃあ今日のヒアリングはこれで終了にしたいと思いますありがと

うございました。 

 


